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　市では、他の地方都市と同様に、急激な人口減少・少子高齢化が想定されています。
　そのような状況下でも、暮らしやすく、持続可能なまちをめざすため、令和３年度から立地適正化計
画の策定に着手しました。計画の策定にあたり、みなさんに計画の内容をご理解いただくため、不定期
で市報で紹介します。今回は、立地適正化計画作成の背景と概要について紹介します。

　立地適正化計画作成の背景

背景①　急激な人口減少・少子高齢化の進行が想定されます

2040年

2040年2010年以前

生産年齢人口からの税収で

ほぼ同数の年少・高齢人口を

支えなければなりません。

背景②　都市のスポンジ化による公共・民間の生活サービスの低下が懸念されます

　公共施設や生活サービス施設が旧市街地の

外側に建設され、それに伴い居住地も広がった

（都市のスポンジ化）

　人口が減少すると閉店・閉所、空家・空地

が増えてまちがスカスカになってしまう

まちがスカスカになって、不便になるのはイメージができるけど、
具体的にどういった影響があるの？

旧市街地

南魚沼市立地適正化計画の策定への取り組み

【問合せ先】都市計画課　☎７７３・６６６２

～第１回 立地適正化計画作成の背景と概要～

（都市の拡大分散化）

※2015年以前は国勢調査、2020年以降は国立社会保障・人口問題研究所の推計値
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15歳未満人口（年少人口）

15～65歳未満人口
（生産年齢人口）

65歳以上人口（高齢人口）

2040年
総人口 43,538
年少人口 4,618
生産年齢人口 21,514
高齢人口 17,406

2015年
総人口 58,568
年少人口 7,371
生産年齢人口 34,066
高齢人口 17,131

1980年
総人口 62,830
年少人口 14,235
生産年齢人口 40,515
高齢人口 8,080（人）

人口推計表

年少人口

生産年齢人口

高齢人口
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こうならないための
立地適正化計画

市民生活への影響

2045年

なるほど。南魚沼市で人口減少が進んでも、生活サービスや住宅が集中したコン

パクトなまちをつくれば、スーパーの閉店や空き家の発生は減らせるんだね。

生活に必要な施設の減少 公共交通の縮小・撤退
財政規模の縮小・公共施設の
老朽化・行政サービスの低下

閉店 閉院

　生活に必要な施設（スーパー、
病院など）が撤退することで、
生活の利便性が低下します。

減便・廃線

　公共交通機関の利用者減少に
より、減便や廃線が増加する可
能性があります。

老朽化 維持管理不足

　老朽化する公共施設の維持管
理に必要な財源の不足や、維持
管理が滞ることで、行政サービ
スの低下が予想されます。

立地適正化計画とは

　公共・民間のサービス施設や居住の立地を一定の範囲に誘導し、その地域の人口減少や高齢化を抑制
することで、コンパクトで安全・安心な、暮らしやすいまちを構築するための計画です。

～めざす都市のイメージ～

公共・民間のサービス施設や居住が集中立地

⇒サービス施設の利用者の減少が抑えられる

 具体的には

◦�公共施設や民間サービス施設、
居住者を一定の範囲へ誘導し、
過去に分散したまちをコンパ
クトなまちに再構築します。
◦�ただコンパクトにするのでは
なく、生活に重要な拠点と公
共交通機関でつなぎ、移動し
やすくします。
◦��おおよそ 20～30年後を見据え
て計画的に誘導を図っていき
ます。
◦�まちなかでは、徒歩で移動が
可能な「歩けるまち」をめざし、
市民の健康増進を図ります。
◦��近年の水・土砂災害の激

げきじん
甚・

頻発化を踏まえ、災害に強い
安全なまちをめざします。
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　立地適正化計画では、用途地域内のなかで「都市機能誘導区域」と「居住誘導区域」を定め、防災・
減災にも配慮した都市機能や居住地の立地誘導を図っていきます。

　南魚沼市立地適正化計画は、令和３年度～令和５年度の３か年で策定していきます。
令和３年度は、市の現状と将来の見通しを把握するための基礎調査を主に行いました。
令和４年度は、現状と将来の見通しにおける都市構造上の課題整理や、めざすべき都
市の構造などについて検討を行う予定です。
　なお、令和３年度に実施した、市民アンケート調査の結果は、市ウェブサイトで公
表しています。右のQRコードからご覧いただけます。

　立地適正化計画で定める事項

　立地適正化計画の検討の流れ

令和３年度 令和４年度 令和５年度

現状や将来の見通しにお
ける都市構造の分析　　

現状や将来の見通しにおけ
る都市構造上の課題の整理

誘導施策の検討

防災指針の検討

目標値・評価方法の検討

パブリックコメント

計画の策定

都市機能誘導施設・区域の検討

居住誘導区域などの検討

めざすべき都市の骨格構造、
まちづくり・課題解決方針の
検討

市民アンケート調査

現状や将来の見通しにお
ける都市構造上の課題の
抽出　　　　　　　　　

コンパクトなまちづくりのイメージ

（※出典：改正都市再生特別措置法等について（国土交通省）P25）

立地適正化計画区域
（都市計画区域）

用途地域

居住誘導区域

生活サービスなどが持続的に確保され
るよう、居住を誘導する区域

都市機能誘導区域

都市機能を誘導し集約することにより、
各種サービスの効率的な提供を図る区域

都市機能誘導区域内に立地を誘導
すべき都市機能増進施設を設定

（例）庁舎、相当規模の商業施設、
　　総合福祉センター、子育て支
　　援施設、銀行・信用金庫、病
　　院、図書館 など

誘導施設
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　４月６日㈬～ 15 日㈮の 10 日間 「春の全国交通安全運動」 が実施されます。春は新年度とともに、
屋外で活動する機会が増えます。改めて交通ルール、マナーを考え、交通安全意識を高める機会にしましょう。

運動の重点

・子どもを始めとする歩行者の安全確保・横断歩行者等の交通事故防止（新潟県重点）
・歩行者保護や飲酒運転根絶等の安全運転意識の向上
・自転車の交通ルール遵守の徹底と安全確保

　自分に合った「渡るよサイン」で横断する意思を伝え、必ず左右の安全を確認してから道路を横

断しましょう。横断歩道が近くにある場所では、横断歩道を渡りましょう。

春の全国交通安全運動
【問合せ】環境交通課　☎７７３・６６６６

スローガン　見落とすな 横断歩道の「渡るよサイン」

横断歩道は歩行者優先です！

　新潟県の「信号機のない横断歩道」での車
の停止率は37.3％にとどまっています。（2021
年日本自動車連盟調べ）
　横断歩行者の保護はドライバーの義務で
す。横断する人がいたら安全に一時停止しま
しょう。

４月 10 日㈰は
「交通事故死ゼロをめざす日」です

　全国では、毎日どこかで交通死亡事故が発
生しています。運転者や歩行者一人ひとりが
交通ルールを守り、いつも以上に交通事故に
注意しましょう。

 「渡るよサイン」を出しましょう

　「渡るよサイン」は、歩行者が安全に道路を横断するため、車の運転者に横
断する意思を伝える動作です。手を上げるなどして横断する意思を明確に伝え
ましょう。

「渡るよサイン」の例

ひかるくん

顔や体を運転者
に向ける、会釈
する など

ひかりちゃん

手を胸の前
にかざす

手をあげる
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木を使う補助金

南魚沼の木で家づくり事業　～市内産木材の活用に向けて～

概要 個人住宅の新築、増築で使う市内産木材の購入費の１／３（上限50万円）を補助

申請 市内の工務店が申請。まずは市内の工務店にご相談ください。（予算に限りがあります）

※�新潟県産材家づくり支援事業との併用も可能です。詳しくは、南魚沼地域振興局 林業振興課 ☎772・
8262にお問い合わせください

森を育てる補助金・交付金

民有林保育事業　～森林をお持ちの人へ、森林整備をお手伝い～
　林を手入れする委託経費を補助します。林の手入れにご活用ください。補助率は、国・県・市合わせ
て 80％が上限です。（補助率は林の状況や作業内容によって変わります）
　まずは南魚沼森林組合〔舞子1819〕  ☎783・3349にお問い合わせください。

林野火災発生原因内訳（令和２年）

不明：３不明：３

※新潟県全体の件数※新潟県全体の件数

火入れ：２火入れ：２

その他：５その他：５

たき火：２たき火：２

こんな時は届出・報告が必要です

事前に届け出るもの 事後に届け出るもの

※上記の届出書などは、すべて市ウェブサイトからダウンロード可

知って得する林業情報
【問合せ】農林課 農地林務係　☎７７３・６６６３

林野火災に注意しましょう

　春は空気が乾燥し、風が強いため林野火災が起きや
すい季節です。火入れを行う際には気象状況や周辺の
状況に注意し、火の後始末を確実に行いましょう。
※�林野火災を発見したら、身の安全を確保してすみや
かに 119番通報してください

森林の土地を売りた

い、他人へ贈与した

いなど

森林の近くで焼畑や

害虫駆除などのため

に火入れをしたい

山に入って

木を切りたい

森林の土地を相続し

た、他人から買った

水源地域の保全に関

する県の条例

　森林の譲渡などを
行おうとする人が対
象。（相続は対象外）
売買契約などをする
30 日前までに届出が
必要。

火入れ許可申請

　森林から１km 以
内の場所が対象。火
入れする30日前まで
に申請が必要。
※�野焼きを許可する
ものではありませ
ん

伐採及び伐採後の造

林届出書

・�伐採及び伐採後の
造林届出書：伐採
する30日前までに
届出が必要。

・�森林の状況報告：
造林を完了した日
から30日以内に報
告が必要。

森林の土地所有者届

　新たに森林の所有
者となった日から90
日以内に届出が必
要。

【問合せ・提出先】

南魚沼地域振興局 ４階

林業振興課

☎７７２・８２６２

【問合せ・提出先】

農林課 農地林務係　☎７７３・６６６３
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令和４年度 狂犬病集合注射日程表　  （敬称略）
日程 会場 時間 獣医師

4/11
㈪

五十沢地域開発センター〔宮〕 9：30～10：00

小宮山 毅

東部集落開発センター〔岡〕 10：15～10：30
城内地域開発センター〔上原〕 10：55～11：25
黒土ふれあいセンター 11：45～12：00
うるおいの里みよう〔前原町〕 13：20～13：45
東地域開発センター〔茗荷沢〕 14：00～14：25

4/12
㈫

おおまき小学校〔大杉〕 9：35～ 9：55

阿部 誠

五日町ふれあいセンター 10：10～10：25
猫道バス回転場 10：40～10：55
一村尾担い手センター 11：10～11：25
大崎農業会館〔上二〕 13：00～13：25
Ｂ＆Ｇ体育館〔天王町〕 13：40～14：05

4/14
㈭

欠之上セミナーハウス駐車場 9：35～10：00

小宮山 毅

二日町体育館 10：15～10：35
ディスポート南魚沼〔坂戸〕 10：50～11：20
上田農村環境改善センター〔広道〕13：00～13：20
すぱーく塩沢〔金清坊〕 13：35～13：55
南魚沼市民会館〔上町二丁目〕 14：15～15：00

4/15
㈮

小栗山公民館 9：30～ 9：50

阿部 誠

中子集落開発センター 10：10～10：30
中之島農村環境改善センター
〔仙石〕 10：40～11：00

塩沢道路（除雪）ステーション
〔関〕 11：15～11：40

南魚沼市トレーニングセンター
〔下一日市〕 13：10～13：35

塩沢公民館〔六分区〕 13：55～14：45

4/17
㈰

市役所大和庁舎（車庫前） 9：00～10：00
小宮山 毅
阿部 誠市役所本庁舎（車庫棟前） 10：40～11：50

市役所塩沢庁舎（保健センター前）13：30～14：30
注意事項

・�令和４年度から三国ふれあいセンター、東泉田集落開発セン
ター、姥島ふれあい館では実施しません。ご注意ください。

・�気象状況などにより会場・日程が変更になる場合があります。

狂犬病予防集合注射
【問合せ】環境交通課　☎７７３・６６６６

　令和４年度の狂犬病予防集合注射を実施します。都合のよい会場をご利用ください。
狂犬病予防注射の義務

　狂犬病予防注射は、１年に１回、原則４月～６月に接種させることが、法令で飼い主に義務付けられ
ています。生後 91 日以上の犬が対象です。忘れずに接種させてください。
登録済みの飼い主

　市に登録のある犬の飼い主には、３
月中旬に案内はがきを郵送しました。
問診欄を記入して、会場にご持参くだ
さい。はがきを忘れると、お待ちいた
だく場合があります。
新たに生後91日以上の犬を飼った人

（はがきが届かない人）

　会場で登録手続と接種ができます。
犬を連れて料金をご持参ください。
料金

・登録済みの犬　3,250円（注射料）
・�新たに飼い始めた犬　6,250円（登録
手数料と注射料）
※�おつりが必要ないようにご協力くだ
さい

注意

・�会場は混雑します。犬を制御できる
人が連れてきてください。

・�犬は必ずリードにつないで連れて来
てください。

・�犬のフンは、飼い主が責任を持って
始末してください。

・�犬の体調が悪いなど、気になること
は、会場で獣医師にご相談ください。

・�集合注射で接種できない場合は、６
月末までに個別に獣医師による接種
を受けてください。（料金は獣医師
ごとに異なります）

・�駐車場周辺での交通事故などにご注
意ください。

・�登録済みの犬が死亡した場合は、す
ぐに届け出てください。

新型コロナウイルス対策

・�必ずマスクを着用して、１ｍ程度
の間隔を開けて並んでください。

・�飼い主が体調不良の時は来場を控
えてください。
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新型コロナウイルス感染症のワクチン接種情報

【問合せ】新型コロナワクチン接種対策室　☎７７５・７１１４

 追加接種（３回目）用接種券を順次発送しています

　２回目の接種を受けてから６～７か月経過する人に、追加接種（３回目）用の接種券を順次発送して
います。接種券が届いたら必ず内容を確認し、接種日までなくさないよう大切に保管してください。

追加接種（３回目）用接種券の発送時期

２回目の接種を完了した時期 発送時期

令和３年９月 30 日まで 発送済み

令和３年 10 月以降 令和４年４月以降に順次発送予定

 接種券などが届いた後に転入・転出する場合は、新たな接種券の発行を受けてください

 南魚沼市から転出する人

　南魚沼市で発行を受けた予防接種済証と接種券をお持ちの場合は、それらを転入先の市町村窓口に持
参して、新たな接種券の発行を受けてください。転出手続き後は、南魚沼市の接種券は使用できません。

 南魚沼市に転入した人

　他市町村で発行を受けた予防接種済証と接種券を持参し、「新型コロナウイルスワクチン接種記録確認
同意書 兼 新接種券発行申請書（転入者用）」を記入して、提出してください。
　市が転入前の接種記録を確認し、上記のスケジュールで接種券などを発送します。接種券が届かない
場合や紛失、破損した場合は、下記の窓口で再発行を受けることができます。
※�市内で接種を受ける場合は、接種券が届いてから南魚沼市新型コロナワクチンコールセンターに電話

し予約してください

窓口 発行場所 受付時間

保健課 市役所本庁舎（南分館）

月～金曜日（祝日を除く）
　8：30～17：15
※�土・日曜日の再発行は、下記コー
ルセンターにお問い合わせくだ
さい

塩沢市民センター 市役所塩沢庁舎

大和市民センター 市役所大和庁舎

南魚沼市新型コロナワクチンコールセンター

　　　☎７７５・７３０３　受付：月～日曜日 ９：00～17：00
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六日町駅東地区の国土調査（地籍調査）を実施します
【問合せ】農林課 国土調査係　☎７７３・６７４０

　令和４年度は、六日町駅東地区の「国土調査（地籍調査）」を実施します。関係者のみなさんのご理解
とご協力をお願いします。
　新型コロナウィルス感染拡大防止のため説明会は実施しません。計画区域内の地権者のみなさんには
説明資料を送付します。不明な点などは、お問い合わせください。
　５月中旬から現地調査を予定しています。地権者のみなさんから現地で境界の立会い確認をしていた
だき、調査が円滑に実施できるようご協力ください。
調査の目的

　土地の境界や地目・面積などを明確化することで、境界紛争を未然に防ぎ、個人財産保護や土地取引
の円滑化が図れます。公共事業や街づくり、迅速な災害復旧にも役立ちます。

令和４年度

国土調査 （現地立会・測量）

予定区域図

六日町高校

南魚沼市役所

六日町郵便局

国道17号
 長岡方面

国道17号
 湯沢方面
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　市民の住環境の向上と子育て世帯の定住促進を図るため、市内の施工業者が行う住宅のリフォーム工
事に対して補助金を交付します。

事業名 「みんな住マイル」改修補助金 中古住宅リフォーム補助金

受付期間
４月11日㈪～５月20日㈮
※予算に達し次第、受付を終了

４月１日㈮～予算に達するまで

補助
対象者

・�対象住宅の所有者またはその配偶者か、
所有者の２親等以内の親族

・�対象住宅に居住している（または居住す
ることが確定している）

・�世帯員全員に市税の滞納がない

・�市内で空き家となっている中古住宅を購
入して居住するか、相続などで取得して
新たに居住する

・�世帯員全員に市税の滞納がない
・�補助金の交付を受けてから 5年以上、対
象となる住宅に居住する意思がある

補助対象
工事

・�補助対象経費が 50 万円以上で、築１年
以上経過した個人住宅のリフォーム工事

※�併用住宅は住居部分のみ対象（共用部分
は面積按

あ ん ぶ ん

分）
・�市内業者による施工で令和５年２月 28
日㈫までに完了する工事

・�他制度の補助金の対象となっていない

・�補助対象経費が 500 万円以上で、購入の
場合は売買契約後１年未満、相続等の場
合は所有権移転登記から１年未満の中古
住宅に対して行うリフォーム工事

・�市内業者による施工で令和５年２月 28
日㈫までに完了する工事

・�市の他の補助金の対象となっていない

補助額

・�子育て世帯（令和４年度に中学生以下の
子どもか、妊婦のいる世帯）：15 万円

・�一般世帯：10 万円
※�階段昇降機またはホームエレベーターを
新たに設置する場合は、10 万円を加算

・�補助対象建物の所在地が用途地域に指定
されている場合：100 万円

・�補助対象建物の所在地が用途地域外の場
合：80 万円

必要書類

 共通　見積書、工事前写真、通帳の写し、納税証明書（専用様式）

・�母子手帳の写し（妊娠している人がいる
世帯のみ）

・�売買契約書の写しまたは登記事項証明書
・�承諾書兼誓約書（専用様式）

注意事項

・�交付決定前に着手した工事は補助金の対
象外（ただし、都合により早期に着手し
たい場合は、交付決定前事業着手届を提
出することで、申請した日から契約して
工事に着手することができます）

・�令和元年度（平成 31 年度）以降にこの
補助金を受けた人や住宅は、対象外（た
だし、階段昇降機またはホームエレベー
ターを新たに設置する場合は、加算分の
10 万円を補助額として申請できます）

・�専用住宅として居住するためのリフォー
ム工事が対象（過去に併用住宅だった中
古住宅を専用住宅として工事する場合も
含みます）

・�昭和56年５月31日以前に着工された中
古住宅の場合は、実績報告までに耐震基
準を満たすための改修工事が完了してい
ること

申請窓口 都市計画課、大和・塩沢市民センター

※�補助対象工事の主な例など、詳しい内容は都市計画課にお問い合わせください。また、申請窓口で案
内文書を配布しています

確実な工事実施をお願いします

　交付決定後に工事を中止し、交付を辞退する事例が多くあります。これにより、補助金が必要な
人に適切に交付できないことがあります。申請の際は工事内容をよく検討し、工事を実施すること
が確実である場合に申請してください。辞退理由によっては、次回以降の申請受付ができなくなる
場合があります。

「みんな住
ス

マイル」改修補助金・中古住宅リフォーム補助金
【問合せ・申込み】都市計画課　☎７７３・６６６２
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克雪住宅 ･ 宅地等消雪設備補助金
【問合せ・申込み】都市計画課　☎７７３・６６６２

　令和４年度の克雪住宅・宅地等消雪設備の補助金申請の受け付けを開始します。克雪住宅（電気・ガス・
灯油などを使用した融雪式か耐雪式）と、宅地などへの消雪設備の設置が対象です。

事業名 ①克雪すまいづくり支援事業補助金 ②宅地等消雪設備普及促進事業補助金

対象となる
条件

・�市内に居住する人・居住が確定してい
る人が、市内に克雪住宅を新築・増改
築・改良、購入する場合
・�地下水採取規制重点区域内の事業所な
どを克雪化して新築・増改築・改良す
る場合

住宅用か事業用の宅地に消雪設備を設置
する場合（地下水を利用した融雪式は対
象外）

補助対象
工事費

融雪施設設置など克雪化に要する工事費 宅地などへの消雪設備設置に要する工事
費

補助率・
補助金の額

要援護世帯（高齢者のみの世帯など）
補助対象工事費の22％（千円未満切捨て）
［限度額 55 万円］ 補助対象工事費の１／３（千円未満切捨

て）［限度額 50 万円］その他世帯
補助対象工事費の 17.6％（千円未満切捨
て）［限度額 44 万円］

補助対象
区域

住宅：市内全域
事業所：地下水採取規制重点区域内のみ 地下水採取規制重点区域のみ

予定戸数 ７戸 １戸

工事期間 交付決定の日～ 12 月 31 日㈯ 交付決定の日～ 12 月 31 日㈯

申し込み方法

受付期間　４月１日㈮～ 11 月 30 日㈬（予定戸数に達し次第締め切ります）
窓口　都市計画課、大和・塩沢市民センター

必要書類

 ①②共通

　案内図、工事見積書、納税証明書、工事計画
図、融雪方式の資料（カタログなど）
 ①克雪すまい　

　建築確認済証の写し（新築・増改築時）、家
屋課税台帳登録証明書（改良時）、立面図
追加書類

　次に該当する場合は、追加で添付してください
・�耐雪式　構造計算書の写し
・�併用住宅　全体面積と住居面積を記入した平
面図（住居部分に着色）

・�一部克雪化　全体屋根面積と融雪面積を記入
した屋根の平図面

 ②宅地等消雪　

　地番図、土地の所有者がわかる書類、賃貸借
に関する書類

注意事項

 ①②共通

・�写真（着手前・工事中・完成）は実績報告に
必要

・�施工業者による数件分まとめての申請はご遠
慮ください

・�交付決定を受ける前に着手した工事は対象外
・�地下水を利用した融雪式は対象外
・�過去にこの補助制度やその他類似制度で、補
助金の交付を受けた建物や敷地は対象外

 ①克雪すまい 

・�一部克雪化の場合、克雪屋根部分の面積が３
／５以上で、人力による屋根雪処理が不要と
なるものが対象

・�併用住宅は、住居部分が１／２以上の場合は
住宅、１／２未満の場合は事業所とする

・�落雪式、落雪高床式は対象外

※地下水採取規制重点区域、要援護世帯についてなど詳しくは、都市計画課にお問い合わせください
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　昭和 56 年６月以前に建てられた木造住宅は、現在の耐震基準を満たさず、耐震性が低いものが多いと
いわれています。市では、地震による建物被害を軽減し、災害に強いまちづくりを推進するため、木造
住宅の耐震診断や耐震改修工事にかかる費用の一部を補助します。

木造住宅の耐震診断 ～耐震性が気になる人～

対象（次のすべてに該当）

・市内に所在する個人所有の一戸建て
・現に居住しているか、居住することが確定（併用住宅も対象）
・昭和 56 年５月 31 日以前に着工
・壁・柱・床・屋根、その他の主要部分が木造
診断内容　①現地調査、②耐震診断、③診断報告書の作成（補強アドバイスを含む）
※主に内外観や図面の確認で診断を行います
補助金額（一般診断法による耐震診断）

延床面積 診断に要する費用 市補助額 自己負担額

70 ㎡以下 70,000円 60,000円 10,000円

70 ㎡超～ 175 ㎡以下 80,000円 65,000円 15,000円

175 ㎡超～ 100,000円 80,000円 20,000円

※精密診断、仕上げを撤去する調査は対象外
募集戸数　５戸（先着順）
受付期間　４月１日㈮～ 11 月 30 日㈬

木造住宅の耐震改修 ～改修を検討中の人～

対象（次のすべてに該当）

・市の実施する耐震診断補助を受けた
・耐震診断の評点が 1.0 未満
・現に居住しているか、居住することが確定している（併用住宅も対象）
対象費用

・耐震改修工事の費用
・耐震改修工事を行うために必要な壁などの撤去・復旧などの費用
・設計・工事監理に要する費用
※�耐震診断の評点が 1.0 以上になる耐震改修工事で、市に登録のある診断士が設計、工事監理を行う工事
が対象。リフォーム工事などの費用は対象外

補助金額　耐震改修に要する費用の１／３（上限 65 万円）
募集戸数　２戸（先着順）
受付期間　４月１日㈮～ 10 月 31 日㈪

※耐震診断・耐震改修ともに、都市計画課、大和・塩沢市民センターに申請してください

木造住宅「耐震化支援」事業補助金
【問合せ・申込み】都市計画課　☎７７３・６６６２
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屋根雪除雪安全対策支援事業補助金

民間建築物アスベスト除去等支援事業補助金

【問合せ・申込み】都市計画課　☎７７３・６６６２

【問合せ・申込み】都市計画課　☎７７３・６６６２

　屋根雪除雪時の転落事故を防ぐため、命綱を固定するための金物（命綱固定アンカー）の設置工事な
どに対して補助金を交付します。
補助対象者（すべてに該当）

・�対象建物の所有者か、所有者の２親等以内の親族
・�対象住宅に居住している（または居住することが
確定している）
・�市税の滞納がない
・�命綱固定アンカーなどの設置工事を市内業者に依
頼する発注者

補助対象建物

・�市内の住宅と、その附属建物（車庫、倉庫、物置
など）
※事務所や店舗、法人所有の建物は対象外
補助対象工事

・�命綱固定アンカーの設置工事
・�転落防止柵の設置工事
・�命綱固定アンカー、転落防止柵と併せて行う固定
式はしごの設置工事

受付期間　４月１日㈮～ 10 月 31 日㈪
※予定額に達し次第締め切り
必�要書類　案内図、配置図、建物平面図（調査
か所を明示）、現況写真（建物外観・調査か
所）、アスベスト含有調査に係る費用の見積書
の写し、納税証明書、家屋課税台帳登録証明書、
所有者・管理責任者がわかる書類、通帳の写
し（口座番号、名義人のわかる面）

補助額（千円未満切捨て）

・��要援護世帯（高齢者のみの世帯など）
　１棟あたり補助対象経費の２/３（上限15万円）
・��一般世帯

　１棟あたり補助対象経費の１/２（上限５万円）
受付期間　４月１日㈮～ 11 月 30 日㈬
※予算に達し次第、受付を終了
申�込み　申請窓口にある申請書を記入してご提
出ください。

※詳しくはお問い合わせください
申請窓口　都市計画課、大和・塩沢市民センター
注意事項

・�交付決定前に着手した工事は補助金の対象外
・�申請する建物の屋根全体への安全対策が必要
・�他制度の補助金の対象工事は対象外

注意事項

・�実績報告時には、調査か所ごとの着手前・作業中・
完了後の写真が必要
・�交付決定前に着手した調査は対象外
・�吹き付け建材の採取費用や、復旧にかかる費用と
それらにかかる消費税は対象外
・�建築物石綿含有調査者による調査が対象

※除去工事などについては、お問い合わせください

　建築物の壁や柱、天井などに吹き付けられたアスベストの飛散による健康被害を予防し、生活環境の
保全を図るため、アスベストの含有調査に補助金を交付します。

対象となる建築物
・市内の延床面積 300 ㎡以上の建築物（国、地方公共団体などの所有建物を除く）
・過去にアスベスト含有調査などの補助金を受けていない

対象者要件
・対象建築物の所有者か管理責任者
・市税の滞納がない

内容 アスベスト含有の可能性がある吹き付け建材のアスベスト含有調査費用

補助率・補助金の額 分析調査費の全額（千円未満切捨て、１棟あたりの限度額 25 万円）

事業期間 交付決定の日～ 12 月 31 日㈯
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受付期間　４月１日㈮～補助対象研修の修了式まで
補助対象の研修と補助額（千円未満切捨て）

・�介護職員初任者研修　受講料の全額
・�介護職員実務者研修　受講料の１/２
※�受講料のうち消費税、振込手数料、交通費など
は対象外。ほかの補助金の交付を受ける場合は、
当該補助金の額を研修受講料の額から控除する

申請対象者（すべてに該当）

・�介護職員として市内の介護・障がいサービス事
業所に就職を希望しているか、市内の介護・障
がいサービス事業所に勤務している
・�介護職員初任者研修か介護職員実務者研修を受
講すること
・�市町村税を滞納していないこと

申�請窓口　介護保険課、福祉課、大和・塩沢市民セ
ンター

必�要書類　申請書（申請窓口に用意）、受講申込書
の写し、受講料の領収書の写し、市町村税納税証
明書

※�支給要件などあり。詳しくは、お問い合わせくだ
さい

補助金の返還を求める場合があります

・就�職希望者　原則として研修修了式終了後３か
月以内に市内介護・障がいサービス事業所へ
就職できなかった場合、または就職した日か
ら６か月以内に退職した場合

・市�内介護・障がいサービス事業所勤務者　研修
修了式終了後６か月以内に退職した場合

市内の介護サービス事業所に就職する人などへ支援金を支給します

介護人材確保支援事業補助金

【問合せ・申込み】介護保険課 介護保険係　☎７７３・６６７５

【問合せ・申込み】介護保険課 介護保険係　☎７７３・６６７５
福祉課 障がい福祉係　☎７７３・６６６７

　介護人材確保緊急５か年事業として令和３年度～令和７年度に実施する支援です。
　深刻化している介護現場の人材確保対策として、市内介護サービス事業所に就職した人、居宅介護支
援事業所の介護支援専門員へ支援金を支給し、安定した介護サービスの提供をめざします。

　①新規・移住定住就職支援金

　市内に住所があり、市内介護サービス事業所に就職した
人への支援
対�象者　介護職員として新規就職、または市内に転入し
て介護職員として就職し、継続して 1年以上の勤務・
定住が見込まれる人

　②カムバック支援金

　有資格者への再就職の支援
対�象者　市内の介護サービス事業所に介護職員として就
職し、継続して１年以上の勤務が見込まれ、かつ、就
職した日の前３か月以内に魚沼圏域の介護サービス事
業所に在籍していない人

対�象資格　介護支援専門員、介護福祉士、看護師、准看
護師のいずれかの資格、介護福祉士実務者研修もしく
は介護職員初任者研修の課程を修了

　③ケアマネエール支援金

　頑張っている介護支援専門員への支援
対�象者　市内の居宅介護支援事業所に過去
１年以上継続して勤務している介護支援
専門員

　④ケアマネスタートお祝い金

　新たに介護支援専門員を始める人への応援
対�象者　令和４年度介護支援専門員実務研
修受講試験に合格後、介護支援専門員実
務研修を受講し、都道府県知事が発行す
る「介護支援専門員証」の交付を受けた
人で、交付の日から３か月以内に市内の
居宅介護支援事業所に就職し、居宅介護
支援業務を行う予定の人

　市内介護・障がいサービス事業所への就職促進、介護人材の確保、介護職員の質の向上を目的として、
市内介護・障がいサービス事業所への就職希望者と市内介護・障がいサービス事業所の勤務者を対象に、
研修受講料を補助します。

共通事項　

受付期間　①②：４月１日㈮～令和５年３月31日㈮、③：個別に案内、④：12月5日㈪～令和５年３月31日㈮
支援金など　１人 20 万円（その他の雑所得として税申告が必要です）
必�要書類　申請書（申請窓口に用意）、介護施設勤務証明書、資格を有する旨の書類（②③は必要）、
市町村税納税証明書など

申請窓口　介護保険課、大和・塩沢市民センター　※支給要件など詳しくは、お問い合わせください

市報 みなみ魚沼　令和4年4月1日発行　14



　高齢者や障がい者が自宅で安心して暮らせるように、住宅を改造する費用の一部を補助します。

対�象者　市内に住所がある高齢者か障がい者（世帯
員の前年収入合計額が600万円未満で、全員が市
税の滞納がないこと）

・高�齢者　おおむね65歳以上で、要介護か要支援認
定を受けている

・障�がい者　身体障害者手帳１級・２級か療育手帳
「Ａ」を持つ

補�助金額　（対象工事費の上限金額30万円を上回る場
合は30万円）

・�所得税非課税世帯　対象工事費の 75％
・�所得税課税世帯　対象工事費の 50％
※�１世帯１回のみ。予算額に達した場合は、受け付
けできない場合があります

必�要書類　申請書（福祉課に用意）、内訳のわ
かる工事見積書、工事図面、着手前写真など

対�象工事　対象者か親族が所有し、対象者が居
住している住宅で、令和５年３月 31 日㈮ま
でに完了する、対象者の身体状況に適したも
のに改造する次の工事

・�玄関、廊下、居室、浴室、トイレなどの改造
・�段差解消機、階段昇降機、ホームエレベーター
の設置 

※�介護保険や障がい者の制度が優先されます。
すでに着工している場合や、新築・建て替え
は対象外

　高齢者の交通事故防止のため、運転免許証を返納した人に支援をしています。この機会に、自主返納
を考えてみませんか？

対�象　65 歳以上で市内に住所があり、有効期間内に
すべての種類の運転免許証を返納した人

支援（いずれかを選択。支援は１人１回のみ）
・市民バス回数乗車券　10,000円分
・�越後交通株式会社バス回数乗車券　10,000円分（南
越後観光バス株式会社の各路線でも使用可能）

・�市民バス回数乗車券と越後交通株式会社バス回数

乗車券　各 5,000円分
・�タクシー利用券　10,000円分（市内タクシー事業
者のみ使用可能）

申�込み　南魚沼警察署 交通課か県内の各運転
免許センターで、運転免許証を返納した際に
交付される「申請による運転免許の取消通知
書」を総合窓口（本庁舎）に持参し、申請し
てください。

締�切り　免許証返納日から６か月以内

運転経歴証明書

【問合せ・申込み】南魚沼警察署 交通課

☎７７０・０１１０

　運転免許証を返納後は、運転免許証と同等
の証明書類として利用できる「運転経歴証明
書」の交付を受けることができます。
　詳しくは、お問い合わせください。

運転に不安を感じていませんか？

【問合せ】安全運転相談ダイヤル（聖籠町運転免
許センター内 高齢運転者支援室）　☎＃８０８０

　歳をとり周りが見えづらくなった、運転中ヒ
ヤッとしたことがあるなど、運転に不安を感じた
高齢者の相談窓口があります。高齢ドライバーや
その家族など、運転を続けることに不安を感じた
ら、まずはお電話ください。

高齢者・障がい者向け住宅整備費補助金

高齢者運転免許証自主返納支援事業

【問合せ・申込み】福祉課 高齢福祉係　☎７７３・６６６７　FAX７７３・６７２３

【問合せ・申込み】環境交通課　☎７７３・６６６６
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受付期間　

・１次募集　４月１日㈮～４月 28 日㈭
・２次募集　９月１日㈭～９月 30 日㈮
対象者（すべてに該当）

・�市内に住所があるか、交付申請年度内に市内に
在住することが確定している
・�市税に滞納がないこと
※申請者は申請年度につき１台まで申請が可能
補助対象　
・�設置場所が市内である
・�木質ペレットや間伐材、薪などを燃料とするス
トーブとボイラーの本体
・�必要な付帯資材（排気管など）と設置に係る経
費（設置工事費や運搬費など）
※中古品や装飾品類、掃除器具などは対象外
補助金額（千円未満切捨て）

　対象経費の１/４以内の額（上限８万円）
・�１次募集予定額　48 万円（６台分）
・�２次募集予定額　48 万円（６台分）

申�込み

　�　申請書（環境交通課、大和・塩沢市民センター
に用意、市ウェブサイトからダウンロード可）に
見積書、機器カタログ、設置箇所の写真、新築の
場合は図面を添付してお申し込みください。

申請窓口　環境交通課、大和・塩沢市民センター
注意事項

・�１次・２次募集ともに予算額を越えた場合は、担
当課で抽選を行います

・�交付決定前に事業に着手した場合は対象外
・�２次募集以降、追加募集などは行いません
・�交付決定後に補助金を辞退した場合、翌年度の補
助申請はできません。（ただし、やむを得ない理
由による辞退の場合はこの限りではない）詳しく
は、お問い合わせください

　木質バイオマスは、木材に由来する再生可能
な資源です（薪・木炭・チップ・ペレットなど）

交付対象　観光振興を目的とする、市が認める団体
交付の条件

・�観光誘客事業である
・�補助事業に係る経理は、他の経理と明確に区分して
いる
・�事業費が補助金の２倍以上である
補助金の上限額　100 万円（１団体につき）
※�特別な事情がある事業を除き、過去６年以上（旧町
期間を含む）補助金を受けている事業は、申請をご
遠慮ください

受付期間　４月 11 日㈪～５月 13 日㈮
必要な書類　事業実施計画書
※�申請書は、商工観光課まで（市ウェブサイト
からダウンロード可）

選�定方法　南魚沼市観光事業補助金選定委員に
よる選定

木質バイオマスストーブ等設置補助金

南魚沼市観光事業補助金

【問合せ・申込み】環境交通課　☎７７３・６６６６

【問合せ・申込み】商工観光課 観光交流班　☎７７３・６６６５

　市では環境負荷の少ない新エネルギーの導入促進と木材の利用拡大による地球温暖化対策を推進する
ため、ペレットストーブ、ペレットボイラーや薪ストーブの設置経費に対して補助金を交付します。

　多様化する観光需要に対応し、観光振興を図るための事業などに要する経費に対し、予算の範囲内で
補助金を交付します。
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対象

①�新たに第１種銃猟免許の取得、猟銃の所持許可
証の交付を受けた人

②新たにライフル銃所持許可証の交付を受けた人
③�新潟県警指定の県外射撃場で、ライフル射撃教
習または技能講習を受けた人、ライフル射撃練
習をした人

補助対象経費（令和４年度中のものに限る）
①②　健康診断料、射撃教習料、ハンター保険料
③　交通費
補助金額（申請件数により減額となる場合あり）
①②　合計で１人 54,000 円が上限額
③�　県外射撃場まで１往復につき 5,000 円、１人
につき２往復まで

新規狩猟免許（猟銃）取得者、新規ライフル銃所持許可者、ライフル銃射撃練習者への補助
【問合せ・申込み】環境交通課　☎７７３・６６６６

　市の有害鳥獣捕獲に協力していただける担い手を確保するため、新たに銃の狩猟免許を取得した人な
どに対して、経費を補助します。

　南魚沼地域（南魚沼市・湯沢町）で「活気あふれ、うるおいのあるまちづくり」をめざし、活動して
いる地域住民やコミュニティ団体の取り組みを支援します。

文化・芸術振興事業

ふるさとコミュニティ支援事業

地域創生支援事業

対　象

・�地域で保存が必要な伝統芸能を引き
継ぐための後継者育成事業

・�伝統芸能を通じた世代間交流を推進
する事業

補助額 補助対象額の２/３以内（上限15万円）
予算枠 120 万円

その他、協議会で取り組む事業（予定）

・�幼児児童健全育成事業（南魚沼地域内の保育
園・小学校での絵本の読み聞かせの取り組み）
・�広域交流ミーティングパーティー事業（未婚
の男女に出会いの場を提供する取り組み）
・�国際観光推進事業（国際観光を推進する事業
を支援）
・�魅力発信・産業イノベーション事業（商業・
観光など複数の地域産業の活性化に効果があ
る取り組み）

申請方法

対象団体　活動の拠点が南魚沼地域にある団体
補�助対象額　事業に係る費用から事業収入・寄付金な
どを差し引いた額

提出書類　申請書を南魚沼市役所 企画政策課に提出
締切り　４月 20 日㈬必着
※�書類審査を行い、審査結果を５月下旬にお知らせし
ます。申請書は企画政策課、大和・塩沢市民センター、
湯沢町役場 企画政策課で配布（市ウェブサイトか
らダウンロード可。「南魚沼市ふるさと基金」で検索）

令和４年度 南魚沼地域 ふるさと基金事業の募集
【問合せ・申込み】南魚沼地域広域計画協議会（南魚沼市と湯沢町で組織） 

事務局：南魚沼市役所 企画政策課　☎７７３・６６７２

対　象
・�南魚沼地域内外から集客があり、地
域の活性化を図るイベント

・�地域の広域的なまちづくり活動
補助額 補助対象額の２/３以内（上限は50万円）

予算枠
総額 400 万円（大和地域、六日町地域、
塩沢地域、湯沢町に各 100 万円）

対　象

団体が行う、快適でうるおいのある地域をつくりあげるためのコミュニティ活動
対象外の事業
・�飲食・物販など、一過性のイベントを目的とした事業
・�行政区単位・旧村単位などで例年行っている地域独自のイベントや祭礼

補助額
補助対象額の２/３以内（上限 10 万円）
※補助回数が多い団体は、補助額が減額または対象外となります
［４回目：２/３、５回目：１/２、６回目以降：対象外］

予算枠 50 万円
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お知らせ
問問合せ  申申込み  日日時　  期期間

時時間　  会会場　  対対象　  資資格

定定員　  費費用　  〆締切　  内内容　

講講師　  相相談員  持持ち物  他その他

Ｆファックス　　　 メール

期�

５
月
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月
（
月
１
回
、２
時
間
程
度
。

初
回
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５
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９
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㈪
開
催
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０
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４
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佐
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日
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絡
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。
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介
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保
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介
護
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開
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し
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。

　

新
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は
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整
備
と
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準
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に
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つ
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新
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護
基
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事
業
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金
を
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行
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。
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募
事
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能
型
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介
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人
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介
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４
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南
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型
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を
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所
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介
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る
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保
計
画
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業
者
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月
４
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㈪
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㈭

事
業
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選
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介
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の
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績
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の
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由
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介
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介
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介
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支
援
専
門
員
、
パ
ー
ト
職

員
：
夜
間
支
援
員

募
集
人
数　

若
干
名

試�

験
日
時　

随
時
募
集
（
受
験
申
込
み
受

付
後
、
個
別
に
ご
連
絡
し
ま
す
）

採�

用
予
定
日　

５
月
以
降
（
勤
務
開
始
日

は
相
談
に
応
じ
ま
す
）

※�

詳
し
く
は
、
南
魚
沼
市
社
会
福
祉
協
議

会
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
を
ご
覧
い
た
だ
く

か
、
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い

び
た
い
人

講
土
田
哲
也
氏
（
Ｉ
Ｔ
マ
ス
タ
ー
）

②
Ｊ
Ｗ

－

Ｃ
Ａ
Ｄ
基
本
コ
ー
ス

内
Ｊ
Ｗ

－

Ｃ
Ａ
Ｄ
の
基
礎
を
学
び
た
い
人

 

①
②
共
通
事
項

期
５
月
21
日
㈯
・
28
日
㈯

時
午
前
９
時
～
午
後
４
時

会
魚
沼
テ
ク
ノ
ス
ク
ー
ル

定
10
人

費
４
，７
０
０
円

〆
５
月
12
日
㈭

③�

初
任
者
向
け 

初
め
て
の
企
業
会
計
基

礎
講
座

対�
は
じ
め
て
企
業
会
計
に
つ
い
て
学
び
た

い
人

期
５
月
28
日
㈯
・
６
月
４
日
㈯

時
午
前
９
時
～
午
後
４
時

会�

株
式
会
社
キ
ャ
リ
ア
・
ス
テ
ッ
プ
魚
沼

教
室

定
12
人

費
４
，７
０
０
円

〆
５
月
19
日
㈭

　

秋
に
大
輪
の
花
を
咲
か
せ
る
大
菊
づ
く

り
教
室
を
開
催
し
ま
す
。
初
心
者
大
歓
迎

で
す
。

①�

ラ
ズ
ベ
リ
ー
パ
イ
で
セ
ン
サ
ー
＆
モ
ー

タ
ー
の
使
い
方
を
学
ぶ
（
Ｉ
ｏ
Ｔ
初
級

編
・
Ｐパ

イ

ソ

ン

ｙ
ｔ
ｈ
ｏ
ｎ
プ
ロ
グ
ラ
ミ
ン
グ
）

対�

Ｉ
ｏ
Ｔ
の
基
礎
的
な
知
識
・
技
術
を
学

催
し
・
講
座
・
募
集

問��

・
申 

新
潟
県
立
魚
沼
テ
ク
ノ
ス
ク
ー
ル

☎
０
２
５
・
７
９
４
・
２
４
１
０

魚
沼
テ
ク
ノ
ス
ク
ー
ル
5
月
入
校
生
募
集

問�

・
申 

南
魚
沼
市
社
会
福
祉
協
議
会 

総
務
係

☎
７
７
３
・
６
９
１
１

南
魚
沼
市
社
会
福
祉
協
議
会

職
員
を
募
集
し
ま
す

問 

介
護
保
険
課☎

７
７
３
・
６
６
７
５

第
８
期
介
護
保
険
事
業
計
画

新
規
事
業
所
の
開
設
者
を
公
募

問��

・
申 

浦
佐
地
域
づ
く
り
協
議
会

　

☎
７
７
７
・
４
５
３
５

　

 　

  

浦
佐
菊
花
会
（
峰
村
）

　

☎
７
７
７
・
２
１
５
０

菊
づ
く
り
教
室
参
加
者
募
集
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催
し
・
講
座
・
募
集

く
ら
し
・
相
談

健
康
・
福
祉

子
育
て

ス
ポ
ー
ツ

図
書
館

文
化
施
設

掲
示
板

望
す
る
人
に
は
、日
程
が
決
ま
り
次
第
、

選
挙
管
理
委
員
会
か
ら
連
絡
し
ま
す

　

坂
戸
山
周
辺
で
、
坂
戸
山
野
鳥
観
察
会

を
開
催
し
ま
す
。

　

当
日
は
、
坂
戸
山
中
腹
ま
で
歩
き
な
が

ら
野
鳥
を
観
察
し
ま
す
。
野
鳥
に
詳
し
い

講
師
が
同
行
し
ま
す
の
で
、
初
め
て
の
人

も
気
軽
に
ご
参
加
く
だ
さ
い
。
参
加
者
に

は
、
南
魚
沼
野
鳥
手
帳
を
配
布
し
ま
す
。

　

さ
わ
や
か
な
春
の
早
朝
、
野
鳥
の
さ
え

ず
り
を
聞
き
に
出
か
け
て
み
ま
せ
ん
か
？

日
５
月
７
日
㈯　

　

�

午
前
６
時
～
８
時
（
受
付
：
午
前
５
時

40
分
～
）

※�

小
雨
で
も
開
催
し
ま
す
（
強
雨
の
場
合

は
中
止
）

費
無
料

申�

参
加
代
表
者
の
氏
名
、
住
所
、
連
絡
先
、

参
加
人
数
を
お
知
ら
せ
く
だ
さ
い
。

〆
５
月
２
日
㈪　

午
後
５
時
ま
で

集�

合　

南
魚
沼
市
ふ
れ
愛
支
援
セ
ン
タ
ー

駐
車
場
〔
坂
戸
〕

持�

双
眼
鏡
（
貸
出
用
は
数
に
限
り
あ
り
）、

筆
記
用
具

※�

マ
ス
ク
を
着
用
し
、 
寒
く
な
い
服
装
で
お

こ
し
く
だ
さ
い
。
発
熱
や
の
ど
の
痛
み

が
あ
る
人
は
参
加
を
お
控
え
く
だ
さ
い

　

金
管
、
弦
楽
器
、
歌
な
ど
の
さ
ま
ざ
ま

な
演
奏
を
、
ア
ン
サ
ン
ブ
ル
や
ソ
ロ
で
お

届
け
す
る
豪
華
な
コ
ン
サ
ー
ト
で
す
。
当

市
を
拠
点
に
全
国
で
演
奏
活
動
を
し
て
い

る
橘
光
一
さ
ん
も
ピ
ア
ノ
で
出
演
し
ま

す
。

日
５
月
28
日
㈯　

　

午
後
３
時
～（
開
場
：
午
後
２
時
15
分
） 

会
南
魚
沼
市
民
会
館 

大
ホ
ー
ル

チ
ケ
ッ
ト　

全
席
自
由

・
前
売
券

　

一
般　

３
，０
０
０
円

　

学
生　

１
，０
０
０
円

・
当
日
券　

　

一
般　

３
，５
０
０
円

　

学
生　

１
，５
０
０
円

チ�

ケ
ッ
ト
販
売　

公
益
財
団
法
人
さ
わ
か

み
オ
ペ
ラ
芸
術
振
興
財
団
、
南
魚
沼
市

民
会
館
、
塩
沢
公
民
館
・
大
和
公
民
館

問�

・
申
公
益
財
団
法
人
さ
わ
か
み
オ
ペ
ラ

芸
術
振
興
財
団

☎
０
５
７
０
・
０
２
３
・
２
２
３

　

�（
月
～
金
曜
日　

午
前
10
時
～
午
後
５

時
）

沢
庁
舎
、
南
魚
沼
市
図
書
館

募
集
人
数　

96
人
以
内

報
酬　

１
日　

９
，６
０
０
円

当
日
投
票
立
会
人

日
５
月
29
日
㈰　

　

午
前
７
時
～
午
後
８
時

立
会
投
票
所　

自
分
の
投
票
す
る
投
票
所

募
集
人
数　

各
投
票
所
２
人

報
酬　

１
０
，９
０
０
円

 

参
議
院
議
員
通
常
選
挙

期
日
前
投
票
立
会
人

期
６
月
下
旬
～
７
月
中
旬
の
16
日
間
程
度

※
複
数
日
申
込
み
可

時
午
前
８
時
30
分
〜
午
後
８
時

※�
立
会
投
票
所
、
募
集
人
数
、
報
酬
は
新

潟
県
知
事
選
挙
と
同
じ

当
日
投
票
立
会
人

日
７
月
中
旬
の
日
曜
日

　

午
前
７
時
～
午
後
８
時

※�

立
会
投
票
所
、
募
集
人
数
、
報
酬
は
新

潟
県
知
事
選
挙
と
同
じ

 

共
通
事
項

資�

市
の
選
挙
人
名
簿
に
登
録
さ
れ
て
お

り
、
候
補
者
や
そ
の
関
係
者
な
ど
で
な

い
人

募
集
期
間　

４
月
４
日
㈪
〜
11
日
㈪

※
電
話
で
お
申
し
込
み
く
だ
さ
い

そ�

の
他　

申
込
者
多
数
の
場
合
は
抽
選
で

決
定
。
立
会
日
や
投
票
所
な
ど
、
希
望

に
添
え
な
い
場
合
あ
り
。
食
費
・
交
通

費
は
自
己
負
担
。

※�

参
議
院
議
員
通
常
選
挙
の
立
会
人
を
希

　
「
今
よ
り
も
う
少
し
楽
な
気
持
ち
で
人

と
話
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
」
を
、
め
ざ

し
て
み
ま
せ
ん
か
？
ま
ず
は
、
少
人
数
で

簡
単
な
ゲ
ー
ム
な
ど
を
楽
し
む
こ
と
か
ら

始
め
ま
し
ょ
う
。

日
４
月
21
日
㈭
（
毎
月
第
３
木
曜
日
）　

　

午
後
２
時
～
３
時
30
分

会
子
ど
も
・
若
者
相
談
支
援
セ
ン
タ
ー

対�

市
内
在
住
の
義
務
教
育
終
了
～
39
歳
の

若
者

〆
４
月
15
日
㈮

　

５
月
29
日
㈰
に
投
票
予
定
の
新
潟
県
知

事
選
挙
と
、
７
月
中
旬
に
投
票
予
定
の
参

議
院
議
員
通
常
選
挙
に
つ
い
て
、
期
日
前

と
当
日
の
投
票
立
会
人
を
募
集
し
ま
す
。

 

新
潟
県
知
事
選
挙

期
日
前
投
票
立
会
人

期
５
月
13
日
㈮
〜
28
日
㈯

※
複
数
日
申
込
み
可

時
午
前
８
時
30
分
〜
午
後
８
時

立�

会
投
票
所　

本
庁
舎
、
大
和
庁
舎
、
塩

問�

・
申 
子
ど
も
・
若
者
相
談
支
援
セ
ン
タ
ー

 

☎
７
８
８
・
１
９
５
１

若
者
支
援
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
・

ト
レ
ー
ニ
ン
グ
開
催

問�

・
申 

南
魚
沼
市
選
挙
管
理
委
員
会

　
　

☎
７
７
３
・
６
４
３
４

新
潟
県
知
事
選
挙
・
参
議
院
議
員

通
常
選
挙 

投
票
所
の
立
会
人
募
集

問��

・
申 

南
魚
沼
地
域
振
興
局 

健
康
福

祉
環
境
部 

環
境
セ
ン
タ
ー
環
境
課

☎
７
７
２
・
８
１
５
４

坂
戸
山
野
鳥
観
察
会
の
開
催

問�� 

社
会
教
育
課 

文
化
振
興
係

☎
７
７
３
・
３
７
５
６

南
魚
沼
織
姫
コ
ン
サ
ー
ト
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　受講料や申し込み方法など詳しくは、右のＱＲコードからご確認いただくか、お問い

合わせください

催
し
・
講
座
・
募
集

く
ら
し
・
相
談

健
康
・
福
祉

子
育
て

ス
ポ
ー
ツ

図
書
館

文
化
施
設

掲
示
板

 問・申 魚沼サンティックスクール
 ☎７７２・４５５４　Ｆ７７８・１１５８

４・５月訓練コース受講生募集

パソコン体験コース

コース名 コース内容 実施日 時間

ワード体験
書類作成に便利なワードソフトの簡単な使用方法な
どを紹介します。 ４/９㈯

13：00～15：50
エクセル体験

表作成や数値の計算、グラフ作成に便利なエクセル
ソフトの簡単な使用方法を紹介します。 ４/23 ㈯

訓練コース（南魚沼市中小企業研修受講料補助金の対象コース）
コース名 コース内容 実施期間 曜日 時間

第２種電気工事士
（学科）

５月試験向け資格学科対策コース
前年度修了生合格率 100％

４/４～５/26
（全28回）

月・火・
木・金

18：30～21：30
日商簿記３級 ６月試験向け資格対策コース ４/15～６/８

（全22回） 月・水・金

ワード基礎
文書作成ソフトの基礎操作方法を
学びます。

４/18～５/９
（全６回） 月・水

ワード中高年
文書作成ソフトの簡単な基礎操作
方法をゆっくり学びます。

４/19～５/24
（全９回） 火・金

宅地建物取引士
10 月試験向け試験対策コース
※本年度新設コース

５/14～10/８
（全12回） 土 9：00～15：50

エクセル基礎
エクセルソフトの基本操作、活用
方法を学べます。

５/16～６/13
（全９回） 月・水 18：30～21：30

技能講習・特別教育・安全衛生教育

コース名 実施期間 曜日 問合せ・申込先

フルハーネス墜落制止用器具
特別教育

４/11 月
キャタピラー教習所株式会社
新潟教習センター　☎ 025・232・7611

玉掛け技能講習
４/20～22
（３日間） 水・木・金

刈払機取扱作業者に対する安全
衛生教育

４/25 月 株式会社東新重工亀田講習センター
技能講習
☎ 025・381・7726
Ｆ 025・381・7714
特別教育
☎ 025・383・0620
Ｆ 025・381・7714

高所作業車運転技能講習
４/27～28
（２日間） 水・木

足場の組立て等特別教育 ４/28 木

石綿取扱作業従事者特別教育 ５/２ 月

小型移動式クレーン運転技能講
習

５/10～12
（３日間） 火・水・木 建設業労働災害防止協会中越駐在室

☎ 025・886・8102
刈払機取扱作業者に対する安全
衛生教育

５/13 金 キャタピラー教習所株式会社
新潟教習センター　☎ 025・232・7611

フォークリフト運転技能講習　
31 時間コース

５/16～19
（４日間）

月・火・
水・木 株式会社東新重工亀田講習センター

連絡先：上記参照フォークリフト運転技能講習　
11 時間コース

５/16・20
（２日間） 月・金

※事前申し込みが必要。申込者が少数の時は、開講できない場合があります
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あ
る
場
合
は
、
当
該
特
例
措
置
の

対
象
と
な
っ
た
土
地
に
つ
い
て
、

令
和
４
年
４
月
１
日
か
ら
令
和
３

年
度
の
納
税
通
知
書
を
受
け
取
っ

た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
15
か

月
経
過
ま
で
の
間
に
、
固
定
資
産

評
価
審
査
委
員
会
へ
審
査
の
申
出

を
行
う
こ
と
が
で
き
ま
す
。

※�

詳
し
く
は
、
お
問
い
合
わ
せ
く

だ
さ
い

・�

家
庭
内
、
親
族
間
、
近
隣
間
の

も
め
ご
と
・
悩
み
ご
と
な
ど
、

毎
日
の
暮
ら
し
の
中
で
起
こ
る

さ
ま
ざ
ま
な
問
題

・�

い
じ
め
、
体
罰
、
女
性
差
別
、

外
国
人
差
別
な
ど
の
あ
ら
ゆ
る

差
別
問
題

日�

４
月
14
日
㈭

　

�

午
後
１
時
～
４
時
（
受
付
：
午

後
３
時
ま
で
）

会�

広
神
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー

〔
魚
沼
市
今
泉
１
５
０
７

－

１
〕

相
人
権
擁
護
委
員

申
不
要
。
直
接
会
場
ま
で
。

・�

そ
の
他
の
本
人
が
確
認
で
き
る

書
類
１
点
（
健
康
保
険
証
、
年

金
手
帳
、
氏
名
と
生
年
月
日
記

載
の
診
察
券
な
ど
。
顔
写
真
付

き
の
本
人
確
認
書
類
を
持
っ
て

い
な
い
場
合
は
２
点
）

・�

住
民
基
本
台
帳
カ
ー
ド
（
あ
る

人
）

・�

個
人
番
号
カ
ー
ド
交
付
通
知
書

（
交
付
時
の
み
）

※�

顔
写
真
は
窓
口
で
無
料
撮
影
し

ま
す
。
来
庁
者
が
集
中
し
た
場

合
は
、
待
ち
時
間
が
長
く
な
る

こ
と
が
あ
り
ま
す

　

行
政
相
談
は
、
総
務
大
臣
か
ら

委
嘱
さ
れ
た
行
政
相
談
委
員
が
、

国
の
行
政
に
関
す
る
相
談
を
聞

き
、
制
度
や
運
営
の
改
善
に
生
か

す
た
め
の
仕
組
み
で
す
。

　

国
の
行
政
手
続
き
な
ど
に
疑
問

や
意
見
が
あ
り
ま
し
た
ら
、
行
政

相
談
委
員
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

定
例
相
談

日�

毎
月
第
３
水
曜
日

　

午
後
１
時
～
３
時

会
本
庁
舎 

南
分
館

※�

個
人
的
な
ト
ラ
ブ
ル
や
地
方
自

治
体
に
関
す
る
事
務
、
政
治
的

な
課
題
は
除
き
ま
す

　

一
定
の
要
件
を
満
た
す
障
が
い

の
あ
る
人
の
軽
自
動
車
税
を
減
免

す
る
制
度
が
あ
り
ま
す
。

　

減
免
に
は
申
請
が
必
要
で
す
。

減
免
対
象
に
な
る
か
は
、
障
が
い

の
種
別
や
等
級
、
車
両
の
使
用
状

況
な
ど
で
異
な
り
ま
す
。
詳
し
く

は
、
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

交
付
さ
れ
た
手
帳
別
の
要
件

身
体
障
害
者
手
帳

　

�

障
が
い
の
種
別
や
等
級
に
よ
っ

て
異
な
り
ま
す

療
育
手
帳

　

�

障
が
い
の
程
度
が
「
Ａ
」
で
あ

る
人

精
神
障
害
者
保
険
福
祉
手
帳

　

�

障
が
い
の
等
級
が
「
１
級
」
で
、

自
立
支
援
医
療
（
精
神
）
受
給

者
証
の
交
付
を
受
け
る
人
（
所

得
制
限
に
よ
り
、
受
給
者
証
の

交
付
が
な
い
場
合
は
、
医
師
の

通
院
証
明
書
で
も
可
）

申
請
期
間

　

４
月
１
日
㈮
～
５
月
31
日
㈫

　

民
法
の
改
正
に
よ
り
、
成
人
年

齢
が
引
き
下
げ
ら
れ
る
こ
と
に
伴

い
、
４
月
１
日
㈮
か
ら
有
効
期
間

10
年
の
パ
ス
ポ
ー
ト
を
申
請
で
き

る
年
齢
が
、
20
歳
か
ら
18
歳
に
引

き
下
げ
ら
れ
ま
す
。

　

令
和
３
年
度
の
評
価
替
え
に
よ

り
、
価
格
が
上
昇
し
た
土
地
に
つ

い
て
は
、
国
の
経
済
対
策
と
し
て

税
額
を
据
え
置
く
特
例
措
置
が
設

け
ら
れ
て
い
ま
し
た
。

　

こ
の
特
例
措
置
は
令
和
３
年
度

に
限
っ
た
措
置
で
あ
る
た
め
、
令

和
４
年
度
か
ら
は
対
象
と
な
っ
て

い
た
土
地
の
税
額
が
増
加
し
ま
す
。

　

固
定
資
産
税
の
価
格
に
不
服
の

　

市
役
所
の
開
庁
時
間
に
来
庁
で

き
な
い
人
を
対
象
に
、
マ
イ
ナ
ン

バ
ー
カ
ー
ド
の
申
請
受
付
と
交

付
、
更
新
手
続
き
を
行
い
ま
す
。

　

交
付
は
、
原
則
３
日
前
ま
で
に

予
約
が
必
要
で
す
。（
当
日
申
込

み
は
、お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
）

※�

住
民
票
、
戸
籍
な
ど
の
事
務
は

行
い
ま
せ
ん

開
設
日
時

時
間
外
窓
口
（
次
の
水
曜
日
）

　

４
月
６
日
、
20
日

　

５
月
11
日
、
25
日

　

午
後
５
時
15
分
～
７
時
30
分

日
曜
窓
口

　

４
月
24
日

　

５
月
８
日
、
22
日

　

午
前
８
時
30
分
～
正
午

受
付
窓
口　

市
民
課

申�

受
付
専
用
電
話
で
お
申
し
込
み

く
だ
さ
い
。

　

☎
７
８
８
・
１
７
８
０

持・
通
知
カ
ー
ド
（
あ
る
人
）

・�

顔
写
真
付
き
の
本
人
確
認
書
類

１
点
（
運
転
免
許
証
、
旅
券
、

身
体
障
害
者
手
帳
な
ど
）

催
し
・
講
座
・
募
集

く
ら
し
・
相
談

健
康
・
福
祉

子
育
て

ス
ポ
ー
ツ

図
書
館

文
化
施
設

掲
示
板

問 

市
民
課 

市
民
班

☎
７
７
３
・
６
６
６
１

10
年
有
効
な
パ
ス
ポ
ー
ト

を
申
請
で
き
る
年
齢
が
引

き
下
げ
ら
れ
ま
す

問 

税
務
課 

資
産
税
班

　

☎
７
７
３
・
６
６
６
８

令
和
３
年
度
の
固
定
資
産

税
の
価
格
に
係
る
特
例
措

置
が
終
了
し
ま
す

く
ら
し
・
相
談

問 

法
務
局 
南
魚
沼
支
局

☎
７
７
２
・
２
１
６
４

人
権
な
ん
で
も
相
談
所

～
相
談
無
料
・
秘
密
厳
守
～

問 

市
民
課 

市
民
班

☎
７
７
３
・
６
６
６
１

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
の
申
請
、

交
付
な
ど
の
時
間
外
・
日
曜
窓
口

問� 

総
務
課 

防
災
庶
務
班

☎
７
７
３
・
６
６
６
０

総
務
省
の
行
政
相
談

問
・
申 

税
務
課 

市
民
税
係

　
　

☎
７
７
３
・
６
６
６
８

軽
自
動
車
税

障
が
い
者
へ
の
減
免
制
度
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催
し
・
講
座
・
募
集

く
ら
し
・
相
談

健
康
・
福
祉

子
育
て

ス
ポ
ー
ツ

図
書
館

文
化
施
設

掲
示
板

　

旧
主
要
戦
域
に
お
け
る
厚
生
労

働
省
主
催
の
慰
霊
巡
拝
事
業
が
実

施
さ
れ
ま
す
。
参
加
を
希
望
す
る

ご
遺
族
は
、
お
問
い
合
わ
せ
く
だ

さ
い
。

実
施
地
域
　

　

カ
ザ
フ
ス
タ
ン
共
和
国
、
中
国

東
北
地
方
（
旧
満
州
地
区
全
域
）、

イ
ン
ド
ネ
シ
ア
、
東
部
ニ
ュ
ー
ギ

ニ
ア
、
イ
ル
ク
ー
ツ
ク
州
・
ブ
リ

ヤ
ー
ト
共
和
国
、
ハ
バ
ロ
フ
ス
ク

地
方
・
ユ
ダ
ヤ
自
治
州
、ビ
ス
マ
ー

ク
諸
島
、
イ
ン
ド
、
ト
ラ
ッ
ク
諸

島
、
ミ
ャ
ン
マ
ー
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
、

硫
黄
島

実�

施
予
定
時
期　

８
月
下
旬
～
令

和
５
年
３
月
中
旬

　

４
月
２
日
は
国
際
連
合
が
定
め

る
「
世
界
自
閉
症
啓
発
デ
ー
」
で
、

世
界
の
人
に
自
閉
症
を
理
解
し
て

も
ら
う
取
り
組
み
が
行
わ
れ
て
い

ま
す
。
ま
た
、
４
月
２
日
～
８
日

を
発
達
障
が
い
啓
発
週
間
と
し

て
、
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
開
催
や
記

念
碑
な
ど
を
ラ
イ
ト
ア
ッ
プ
す
る

活
動
を
行
っ
て
い
ま
す
。

　

自
閉
症
を
は
じ
め
と
す
る
発
達

障
が
い
に
つ
い
て
知
る
こ
と
や
理

解
す
る
こ
と
は
、
発
達
障
が
い
の

あ
る
人
だ
け
で
な
く
、
誰
も
が
幸

せ
に
暮
ら
す
こ
と
が
で
き
る
社
会

の
実
現
に
つ
な
が
る
も
の
と
考
え

て
い
ま
す
。
み
な
さ
ん
の
ご
理
解

と
ご
支
援
を
お
願
い
し
ま
す
。

 

介
護
保
険
料
の
算
定

　

保
険
料
は
、
世
帯
状
況
や
市
民

税
の
課
税
の
状
況
、
令
和
３
年
の

年
金
収
入
額
、
所
得
金
額
か
ら
算

定
し
ま
す
。
納
付
方
法
に
は
、
特

別
徴
収
と
普
通
徴
収
の
２
種
類
が

あ
り
ま
す
。

特
別
徴
収
（
年
金
天
引
き
）

　

令
和
３
年
度
の
保
険
料
を
年
金

天
引
き
で
納
め
て
い
た
人
や
、
４

月
か
ら
年
金
天
引
き
が
始
ま
る
人

が
対
象
で
す
。
特
別
徴
収
に
は
仮

徴
収
と
本
徴
収
が
あ
り
ま
す
。

仮��

徴
収
（
４
月
・
６
月
・
８
月
分
）

　

令
和
３
年
の
所
得
金
額
な
ど
が

確
定
す
る
前
に
、
令
和
２
年
の
所

得
金
額
な
ど
を
も
と
に
仮
算
定
し

た
額
で
年
金
か
ら
天
引
き
し
ま

す
。
こ
の
措
置
は
、
納
付
回
数
を

増
や
す
こ
と
に
よ
り
、
１
回
当
た

り
の
納
付
額
を
低
く
抑
え
る
た
め

に
行
い
ま
す
。

本�

徴
収
（
10
月
・
12
月
・
令
和
５

年
２
月
分
）

　

令
和
４
年
度
保
険
料
の
決
定
額

か
ら
、
仮
徴
収
の
額
を
差
し
引
い

た
額
を
、
３
回
に
分
け
て
年
金
か

ら
天
引
き
し
ま
す
。

普
通
徴
収
（
納
付
書
・
口
座
振
替
）

　

65
歳
に
な
っ
た
ば
か
り
の
人
や

転
入
し
た
ば
か
り
の
人
、
年
金
受

給
額
が
18
万
円
未
満
の
人
な
ど
、

年
金
天
引
き
の
要
件
に
当
て
は
ま

ら
な
い
人
が
対
象
で
す
。

　

保
険
料
は
６
月
～
令
和
５
年
３

月
の
10
回
に
分
け
て
納
付
し
て
い

た
だ
き
ま
す
。
４
月
・
５
月
の
納

付
は
あ
り
ま
せ
ん
。

 

介
護
保
険
料
の
通
知
書

　

令
和
４
年
度
介
護
保
険
料
決
定

通
知
書
は
、６
月
に
郵
送
し
ま
す
。

が
絶
え
ま
せ
ん
。

　

不
法
投
棄
は
法
律
で
禁
止
さ
れ

て
い
ま
す
。
不
法
投
棄
は
景
観
を

損
な
い
、
地
下
水
汚
染
や
生
活
環

境
の
破
壊
に
つ
な
が
る
お
そ
れ
が

あ
り
ま
す
。
ご
み
は
決
め
ら
れ
た

ル
ー
ル
に
従
い
、
適
正
に
処
理
し

て
く
だ
さ
い
。

　

個
人
所
有
の
空
き
地
や
山
林
に

不
法
投
棄
さ
れ
た
ご
み
の
処
理
は
、

所
有
者
が
行
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

不
法
投
棄
を
さ
れ
な
い
た
め
に
も

「
現
地
の
こ
ま
め
な
確
認
」
や
「
草

刈
り
や
剪
定
を
定
期
的
に
行
う
」

「
ご
み
拾
い
を
行
う
」
な
ど
の
管

理
を
行
う
こ
と
も
重
要
で
す
。

野
焼
き
の
禁
止

・�

毎
年
、
春
先
は
野
焼
き
が
原
因

の
火
災
が
多
発
し
て
い
ま
す
。

・�

野
焼
き
の
煙
や
臭
い
が
原
因

で
、
健
康
被
害
に
苦
し
む
人
が

い
ま
す
。

・�

ご
み
を
野
焼
き
す
る
と
５
年
以

下
の
懲
役
ま
た
は
、
１
千
万
円

以
下
の
罰
金
に
処
せ
ら
れ
ま
す
。

・�

例
外
と
し
て
認
め
ら
れ
て
い
る

焼
却
も
あ
り
ま
す
が
、
原
則
、

野
焼
き
は
禁
止
さ
れ
て
い
ま
す
。

・�

家
の
周
り
の
草
木
や
ご
み
、
剪

定
枝
な
ど
は
ご
み
の
収
集
に
出

す
か
処
理
施
設
に
出
し
ま
し
ょ

う
。

　

マ
ル
チ
商
法
や
資
格
商
法
に
よ

る
消
費
者
ト
ラ
ブ
ル
、多
重
債
務
、

不
動
産
、
相
続
、
離
婚
な
ど
の
法

律
問
題
に
、
弁
護
士
が
無
料
で
相

談
に
応
じ
ま
す
。

日
４
月
21
日
㈭

　

午
後
１
時
30
分
～
４
時

会
塩
沢
市
民
セ
ン
タ
ー

定
５
人
（
１
人
約
30
分
）

〆
４
月
20
日
㈬　

正
午

申�

電
話
で
ご
予
約
く
だ
さ
い
。（
受

付
：
午
前
９
時
～
午
後
４
時
）

※�

弁
護
士
と
の
相
談
時
間
を
有
効

に
使
え
る
よ
う
、
申
し
込
み
時

に
相
談
員
が
概
要
を
伺
い
ま

す
。
相
談
内
容
に
よ
っ
て
は
、

お
受
け
で
き
な
い
場
合
が
あ
り

ま
す

不
法
投
棄
の
防
止

　

タ
バ
コ
の
吸
い
殻
な
ど
の
ポ
イ

捨
て
、
林
道
・
河
川
敷
の
廃
タ
イ

ヤ
や
家
電
製
品
な
ど
の
不
法
投
棄

問
・
申 

消
費
生
活
セ
ン
タ
ー

☎
７
７
２
・
２
５
４
１

弁
護
士
に
よ
る
無
料
法
律
相
談 

問 

廃
棄
物
対
策
課

☎
７
８
２
・
０
３
３
９

不
法
投
棄
の
防
止
と

野
焼
き
の
禁
止

健
康
・
福
祉

問�

新
潟
県 

福
祉
保
健
部 

福
祉

保
健
総
務
課 

援
護
恩
給
室

☎
０
２
５
・
２
８
０
・
５
１
８
０

令
和
４
年
度
慰
霊
巡
拝
事
業

問�

新
潟
県 

障
が
い
福
祉
課

☎
０
２
５
・
２
８
０
・
５
２
２
８

Ｆ
０
２
５
・
２
８
３
・
２
０
６
２

世
界
自
閉
症
啓
発
デ
ー

問 

介
護
保
険
課 

介
護
保
険
係

☎
７
７
３
・
６
６
７
５

介
護
保
険
料
の
算
定
・

決
定
通
知
書
の
送
付

市報 みなみ魚沼　令和4年4月1日発行　22



催
し
・
講
座
・
募
集

く
ら
し
・
相
談

健
康
・
福
祉

子
育
て

ス
ポ
ー
ツ

図
書
館

文
化
施
設

掲
示
板

・�

本
人
名
義
の
預
金
通
帳

・�

障
が
い
者
手
帳
（
交
付
を
受
け

て
い
る
人
）

・�

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
の
わ
か
る
も
の

・�

受
給
し
て
い
る
年
金
（
恩
給
含

む
）
の
種
類
と
金
額
が
わ
か
る

も
の

※�

申
請
書
類
は
窓
口
に
用
意
が
あ

り
ま
す

特
別
障
が
い
者
手
当
・
障
が
い
児

福
祉
手
当
・
経
過
的
福
祉
手
当
の

受
給
額
（
令
和
４
年
４
月
～
）

　

４
月
か
ら
各
手
当
の
受
給
額
が

改
定
さ
れ
ま
す

・�

特
別
障
害
者
手
当　

�
２
７
，３
０
０
円

・�

障
害
児
福
祉
手
当

�

１
４
，８
５
０
円

・�

経
過
的
福
祉
手
当

�

１
４
，８
５
０
円

特
別
障
が
い
者
手
当

対�

20
歳
以
上
で
、
精
神
か
身
体
に

著
し
い
重
度
の
障
が
い
が
あ

り
、
日
常
生
活
で
常
時
特
別
の

介
護
を
必
要
と
す
る
在
宅
の
人

※�

特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
な
ど
の

施
設
に
入
所
し
た
時
や
病
院
な

ど
に
３
か
月
以
上
入
院
し
た
時

は
資
格
が
な
く
な
り
ま
す

障
が
い
児
福
祉
手
当

対�

20
歳
未
満
で
、
精
神
か
身
体
に

著
し
い
重
度
の
障
害
が
あ
り
、

日
常
生
活
で
常
時
介
護
を
必
要

と
す
る
児
童
（
本
人
、配
偶
者
、

扶
養
義
務
者
の
所
得
に
よ
り
支

給
に
制
限
あ
り
）

※�

施
設
に
入
所
し
た
時
は
資
格
が

な
く
な
り
ま
す

 

共
通
事
項

申
請
に
必
要
な
も
の

・�

診
断
書
（
指
定
の
様
式
、
日
付

が
申
請
月
か
そ
の
前
月
の
も

の
）

・�

戸
籍
全
部
事
項
証
明
書
（
戸
籍

謄
本
）

問�

・
申 

福
祉
課 
障
が
い
福
祉
係

☎
７
７
３
・
６
６
６
７

Ｆ
７
７
３
・
６
７
２
３

障
が
い
が
あ
り
介
護
を
必

要
と
す
る
人
へ
の
手
当
制

度
を
ご
存
知
で
す
か

４月の城内診療所 診療担当医師（予定表）

【問合せ】　城内診療所　☎ 775･2009◎来院時はマスクの着用をお願いします。

午前：月曜～土曜　 〈受付〉 8：00～11：00　〈診療〉 9：00～
午後：火曜・水曜 　〈受付〉 12：30～15：00　〈診療〉 13：30～

受付・診療時間

月 火 水 木 金 土 日

午前 午後 午前 午後 午前 午後 午前 午後 午前 午後 午前 午後 休診日

　※�月・木・金曜日の午後は、新型コロナワクチン接種
のため、一般診療はお休みです。 
ご理解とご協力をお願いします

１日 ２日 ３日

髙橋 ※ 休  診 休  診

４日 ５日 ６日 ７日 ８日 ９日 10 日

髙橋 ※ 田　中 松　田 髙橋 ※ 髙橋 ※ 福本 休診 休  診

11 日 12 日 13 日 14 日 15 日 16 日 17 日

髙橋 ※ 田　中 松　田 髙橋 ※ 髙橋 ※ 休　診 休  診

18 日 19 日 20 日 21 日 22 日 23 日 24 日

髙橋 ※ 田　中 松　田 髙橋 ※ 髙橋 ※ 髙橋 休診 休  診

25 日 26 日 27 日 28 日 29 日 30 日

休　診 田　中 松　田 髙橋 ※ 休　診 休　診
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催
し
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講
座
・
募
集

く
ら
し
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相
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化
施
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掲
示
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②�

風
し
ん
抗
体
価
が
低
い
か
陰
性

の
妊
娠
を
希
望
す
る
女
性
の
夫

な
ど
の
同
居
者

③�

風
し
ん
抗
体
価
が
低
い
か
陰
性

の
妊
婦
の
夫
な
ど
の
同
居
者

助
成
（
限
度
）
額

　

風
し
ん
単
独
ワ
ク
チ
ン
：
４
，

０
０
０
円
、
麻
し
ん
風
し
ん
混
合

ワ
ク
チ
ン
：
６
，０
０
０
円

助
成
方
法
（
償
還
払
い
）

　

い
っ
た
ん
、
医
療
機
関
で
全
額

を
支
払
い
、申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

（
医
療
機
関
の
領
収
書
と
接
種
済

証
、
印
鑑
、
口
座
番
号
が
必
要
）

※�

対
象
者
が
③
の
場
合
、
妊
婦
の

母
子
健
康
手
帳
も
必
要

申�

請
窓
口　

保
健
課
、
子
育
て
支

援
課
、
大
和
・
塩
沢
市
民
セ
ン

タ
ー

風
し
ん
抗
体
検
査
、
第
５
期
の
予

防
接
種

　

昭
和
37
年
４
月
２
日
～
昭
和
54

年
４
月
１
日
生
ま
れ
の
男
性
を
対

象
に
全
国
で
抗
体
検
査
、
予
防

接
種
を
無
料
で
実
施
し
て
い
ま

す
。
対
象
者
に
は
、
ク
ー
ポ
ン
を

令
和
２
年
度
に
お
送
り
し
て
あ
り

ま
す
。
同
封
の
お
知
ら
せ
に
記
載

の
医
療
機
関
の
ほ
か
、
抗
体
検
査

は
基
礎
健
診
を
実
施
し
て
い
る
住

民
健
診
会
場
で
も
検
査
が
可
能
で

す
。

※�

ク
ー
ポ
ン
は
再
発
行
が
可
能
で

す
。
本
人
確
認
書
類
を
持
っ
て

保
健
課
窓
口
で
再
交
付
を
受
け

て
く
だ
さ
い

 

高
齢
者
肺
炎
球
菌
予
防
接
種

接
種
券
の
送
付

  

令
和
４
年
度
の
対
象
者
に
接
種

券
を
送
付
し
ま
す
。（
今
年
度
は

緑
色
の
接
種
券
）

対�

４
月
１
日
㈮
～
令
和
５
年

３
月
31
日
㈮
の
間
に
、
65
・

70
・
75
・
80
・
85
・
90
・
95
・

１
０
０
歳
に
な
る
人
で
、
こ
れ

ま
で
に
高
齢
者
肺
炎
球
菌
予
防

接
種
を
受
け
て
い
な
い
人

※�

60
歳
以
上
65
歳
未
満
の
特
定
の

障
が
い
が
あ
る
人
で
、
令
和
３

年
度
中
に
接
種
し
な
か
っ
た
場

合
は
、
令
和
４
年
度
の
接
種
券

を
送
付
し
ま
す

 

子
宮
頸
が
ん
予
防
ワ
ク
チ
ン

　

平
成
25
年
６
月
か
ら
積
極
的
接

種
勧
奨
の
差
し
控
え
が
継
続
し
て

い
ま
し
た
が
、
令
和
３
年
11
月
26

日
付
で
積
極
的
接
種
勧
奨
の
差
し

控
え
は
廃
止
さ
れ
ま
し
た
。

　

次
の
通
り
定
期
予
防
接
種
の
接

種
勧
奨
を
予
定
し
て
い
ま
す
。

定
期
予
防
接
種
対
象
者
（
小
学
６

年
生
～
高
校
１
年
生
相
当
の
女
子
）

　

準
備
が
で
き
次
第
、
接
種
券
を

送
付
し
ま
す
。

積
極
的
勧
奨
の
差
し
控
え
に
よ
り
、

接
種
機
会
を
逃
し
た
人
（
平
成
９

年
度
生
ま
れ
～
平
成
17
年
度
生
ま

れ
）

　

詳
細
が
決
ま
り
次
第
、
対
象
者

に
案
内
を
送
付
す
る
予
定
で
す
。

※�

こ
の
予
防
接
種
は
必
要
性
や
効

果
、
副
反
応
に
つ
い
て
理
解
し

た
う
え
で
、
本
人
と
保
護
者
の

意
思
に
基
づ
き
接
種
を
受
け
て

い
た
だ
く
も
の
で
す

　

子
ど
も
の
育
て
に
く
さ
を
感
じ

て
い
る
保
護
者
や
、
発
達
支
援
が

必
要
な
子
ど
も
の
保
護
者
の
情
報

交
換
や
勉
強
会
を
開
催
し
て
い
ま

す
。
保
育
士
に
子
ど
も
を
預
け
て

参
加
で
き
ま
す
。

日�

４
月
26
日
㈫　

　

午
前
10
時
～
11
時

会�

子
育
て
支
援
セ
ン
タ
ー 

子
育

て
の
駅
「
ほ
の
ぼ
の
」

内
先
輩
マ
マ
と
話
を
し
よ
う

申
不
要
。
直
接
会
場
ま
で
。

※�

社
会
保
険
加
入
者
の
被
扶
養
者

（
40
～
74
歳
）
で
、
特
定
健
診

を
市
の
健
診
会
場
で
受
診
す
る

人
は
、
加
入
す
る
保
険
者
（
協

会
け
ん
ぽ
な
ど
）
か
ら
送
付
さ

れ
た
特
定
健
康
診
査
受
診
券
と

保
険
証
を
ご
持
参
く
だ
さ
い

大
腸
が
ん
検
診
の
申
し
込
み
を
取

り
消
し
た
場
合

　

実
施
通
知
書
に
同
封
の
検
便
容

器
の
返
却
に
ご
協
力
く
だ
さ
い
。

返�
却
先　

保
健
課
、
大
和
・
塩
沢

市
民
セ
ン
タ
ー
、健
診
会
場（
健

診
実
施
日
の
み
）

 

麻
し
ん
風
し
ん
予
防
接
種

２
期
の
接
種
券
送
付

　

対
象
者
（
年
長
児
）
に
、
予
診

票
兼
接
種
券
を
送
付
し
ま
し
た
。

　

接
種
期
限
は
令
和
５
年
３
月
31

日
㈮
で
す
。

※�

医
療
機
関
に
予
約
後
、
母
子
健

康
手
帳
と
予
診
票
兼
接
種
券
を

持
参
し
て
く
だ
さ
い

風
し
ん
予
防
接
種
の
費
用
助
成

　

妊
婦
の
風
し
ん
感
染
を
予
防

し
、
先
天
性
風
し
ん
症
候
群
の
発

生
を
防
ぐ
こ
と
を
目
的
に
、
接
種

費
用
の
一
部
を
助
成
し
ま
す
。

対�

市
内
に
住
所
が
あ
り
、
抗
体
検

査
の
結
果
、
抗
体
価
が
低
い
か

陰
性
で
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当

①
妊
娠
を
希
望
す
る
女
性

 

住
民
健
診

　

５
月
か
ら
住
民
健
診
が
始
ま
り

ま
す
。
対
象
の
行
政
区
・
日
程
な

ど
は
、
今
号
と
同
時
配
布
の
住
民

健
診
カ
レ
ン
ダ
ー
で
ご
確
認
く
だ

さ
い
。

　

１
年
に
一
度
は
健
診
を
受
け
て
、

健
康
管
理
に
役
立
て
ま
し
ょ
う
。

（
申
込
み
は
随
時
受
け
付
け
ま
す
）

健
診
の
流
れ

通
知
書
の
送
付

　

健
診
日
の
約
１
か
月
前
に
、
実

施
通
知
書
を
送
付
し
ま
す
。
受
付

時
間
や
料
金
な
ど
を
ご
確
認
く
だ

さ
い
。（
申
込
み
を
し
て
い
な
い

場
合
、
実
施
通
知
書
は
郵
送
さ
れ

ま
せ
ん
）

健
診
日
の
変
更
、
健
診
項
目
の

追
加
・
取
消

　

健
診
日
の
変
更
な
ど
は
、
保
健

課
に
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

※�

日
程
変
更
は
、
実
施
通
知
書
が

届
く
前
で
も
可
能

健
診
当
日
～
結
果
送
付

　

質
問
票
を
記
入
し
、
健
診
時
に

ご
持
参
く
だ
さ
い
。健
診
結
果
は
、

１
か
月
～
１
か
月
半
後
に
郵
送
し

ま
す
。

問 
保
健
課☎

７
７
３
・
６
８
１
１

住
民
健
診
と
各
種
予
防
接
種

子
育
て
・
教
育

問 

保
健
課☎

７
７
３
・
６
８
１
１

く
れ
よ
ん
ク
ラ
ブ
に

参
加
し
ま
せ
ん
か
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催
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 問 子育て支援課 子育て応援係 ☎７７３・６８２２子育て支援サービス

　めごちゃん祝い金を支給します

　市で出生した子を祝福し、子育てする家庭を応
援するため、めごちゃん祝い金を支給します。令
和３年度～令和７年度の５か年事業です。
対（次のすべてに該当）

・�令和３年４月１日～令和８年３月31日の間に
生まれた子
・�出生日から申請日まで継続して市内に住民登録
をしている子

受�給対象（①②に該当し、かつ、③か④に該当）

①�対象児童の出生日から申請日まで、対象児童と
ともに市内に住民登録があり、居住している父
か母（以下、養育者という）

②養育者とその世帯員に市税などの滞納がない
③�養育者が、申請日から過去１年以上市内に住民
登録があり、居住している

④�対象児童が南魚沼市で４か月健診を受けている
支�給額　第１子：12万円、第２子：15万円、第
３子以降：20万円

※養育者と生計を同じくする子の数で判定します
申請期限　対象児童の出生日から６か月以内
申�給付を受けるには申請が必要です。出生届の提
出時にご案内します。

※�詳しくは市ウェブサイト（「めごちゃん祝い金」で
検索）をご覧いただくか、お問い合わせください

　子育て支援に関する医療費助成

①子どもの医療費助成事業

対・助成内容

・�０歳児～未就学児　通院・入院費用の全額を助成
・�小学１年生～ 18 歳到達年度末　通院１回につ
き530円を超える額を助成（同月内、同一医療
機関の場合、５回目以降は全額助成）、入院１
日につき1,200円を超える額を助成

②ひとり親家庭等医療費助成事業

対�ひとり親家庭の父か母とその子、配偶者に一定
の障がいがある父か母とその子、子を養育する
父母以外の養育者とその子
※原則、子が18歳になった年度の末日まで対象
助�成内容　通院１回につき530円を超える額を助
成（同月内、同一医療機関の場合、５回目以降
は全額助成）、入院１日につき1,200円を超える

　額を助成
③妊産婦医療費助成事業

対母子手帳の交付を受けている人
助�成内容　母子手帳交付日から出産日の翌月末ま
での医療費

　子育て世帯への手当

児童手当

対中学生以下の子の養育者
子ども１人あたりの支給月額

・�３歳未満　15,000円
・�３歳～小学校　第１・２子 10,000円、第３子
以降 15,000円
・�中学生　10,000円
※�養育者の所得が制限限度額以上の場合は、特例
給付として月額一律 5,000円を支給

支給月　２・６・10 月に４か月分を支給
令和４年６月から制度の一部が変更になります

①�毎年６月に提出していた現況届が原則不要にな
ります。（一部提出が必要な人には別途案内）
②�特例給付となる人のうち、特に所得が高い人（所
得上限限度額を超過する人）への支給が廃止さ
れます。

※�所得制限限度額と所得上限限度額は所得税法上
で対象となる扶養人数によって変わります

児童扶養手当

対�離婚などで父か母がいない家庭、父か母に一定
の障がいがある家庭、子を養育する父母以外の
養育者

※原則、子が 18 歳になった年度の末日まで対象
支�給額　月額 10,160円～43,070円（所得に応じて
支給額が変わります。第２子 5,090円～10,170
円、第３子以降 3,050円～6,100円を加算）

支�給月　５・７・９・11・１・３月に２か月分を支給
特別児童扶養手当

対�一定の障がいがある 20 歳未満の子を家庭で育
てている父母・養育者

子�ども１人あたりの支給月額　子の障がいの状態
により、１級 52,400円、２級 34,900円

支給月　４・８・11 月に４か月分を支給

 ①～③共通事項

　助成対象は、保険適用分の医療費です。い
ずれの受給者証も、県外では使用できません。
県外での受診や、治療用装具（コルセット、
小児治療用眼鏡など）を購入した場合は、申
請が必要です。申請期限は、診療を受けた月
の末日から６か月です。詳しくは、お問い合
わせください。
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 南魚沼市体育施設

公益財団法人南魚沼市文化スポーツ振興公社 スポーツ振興係

〒949-6611 南魚沼市坂戸372  ディスポート南魚沼内　ディスポート☎773・6620　スポパラ☎773・3210

４月の休館日：毎週月曜日
ディスポート南魚沼

　小栗山サンスポーツランドのオープンは、スケー
トパークを含め４月 22 日㈮を予定しています。（残
雪の状況により変更あり）

　

ア
ル
ビ
レ
ッ
ク
ス
新
潟
は
地
域

に
愛
さ
れ
る
ク
ラ
ブ
、
チ
ー
ム
、
選

手
を
め
ざ
す
た
め
、
県
内
全
市
町

村
を
ホ
ー
ム
タ
ウ
ン
と
し
て
い
ま

す
。
ホ
ー
ム
タ
ウ
ン
と
の
協
力
活

動
の
一
環
と
し
て
、
リ
ー
グ
戦
の

各
試
合
を
「
市
町
村
デ
ー
」
に
設

定
し
、
地
域
の
Ｐ
Ｒ
活
動
を
行
っ

て
い
ま
す
。
ま
た
、
該
当
市
町
村

に
在
住
す
る
人
を
観
戦
優
待
す
る

取
り
組
み
を
行
っ
て
い
ま
す
。

 

「
南
魚
沼
市
デ
ー
」
対
象
試
合

　

ア
ル
ビ
レ
ッ
ク
ス
新
潟 

対 

横

浜
Ｆ
Ｃ

日
５
月
21
日
㈯　

午
後
２
時
キ
ッ

　

ク
オ
フ

会�

デ
ン
カ
ビ
ッ
ク
ス
ワ
ン
ス
タ
ジ

ア
ム
〔
新
潟
市
中
央
区
清
五
郎

67-

12
〕

※
詳
し
く
は
次
の
Ｕ
Ｒ
Ｌ

　
（https://bit.ly/3B

T
Jl7Q

）

　

か
、
Ｑ
Ｒ
コ
ー
ド

　

か
ら
ご
確
認
く
だ

　

さ
い

　

子
育
て
支
援
セ
ン
タ
ー
で
は
子

育
て
が
楽
し
く
な
る
よ
う
に
、
親

子
で
遊
べ
る
場
の
提
供
や
、
子
育

て
相
談
を
行
っ
て
い
ま
す
。

　

市
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
で
は
子
育
て

の
ワ
ン
ポ
イ
ン
ト
ア
ド
バ
イ
ス
な

ど
を
紹
介
し
て
い
る
「
に
こ
に
こ

通
信
」
も
掲
載
し

て
い
ま
す
の
で
、

ご
覧
く
だ
さ
い
。

　

令
和
４
年
度
乳
幼
児
健
診
は
、

会
場
や
受
付
時
間
が
昨
年
度
と
変

更
と
な
る
も
の
が
あ
り
ま
す
。
ご

注
意
く
だ
さ
い
。

　

詳
し
く
は
、
対
象
者
に
配
布
す

る
令
和
４
年
度
南
魚
沼
市
乳
幼
児

健
診
カ
レ
ン
ダ
ー
で
ご
確
認
く
だ

さ
い
（
市
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
で
確
認

可
） 催

し
・
講
座
・
募
集

く
ら
し
・
相
談

健
康
・
福
祉

子
育
て

ス
ポ
ー
ツ

図
書
館

文
化
施
設

掲
示
板

 チャレンジ水泳教室

　水中運動を通じて、心と体を動かしませんか。
大会をめざす人も大歓迎。
期５月～ 10 月の土曜日　12：00 ～ 12：50 全 16 回
※８月は休講
対集団での教室受講が困難な人や障がいがある人
※障がいのある人は、主治医から参加を認められ
　た人。障がいのある未就学児は、保護者も参加
　が必要
親子コース　幼児と保護者、小学生と保護者
個人コース　体力に合わせ、水中運動から泳力に
　あわせた泳ぎまで指導が受けられます

 体育寺子屋

　体を動かすことの楽しさや、自分の「できる」
を見つけましょう。
日５・６・９・10 月の日曜日　9：00 ～ 11：00
　全８回
対小学生　定 40 人（先着）　会２階アリーナ
受講料　会員：2,400 円、一般：3,600 円
受付　４月 12 日㈫　9：00 ～

 トレーニングマシン使用法講習会　

日４月 10 日㈰　12：00 ～ 13：30
対中学生以上　定６人（先着順）
持運動着、室内用シューズ、タオル、飲み物　
受講料　会員：無料、一般：200 円
※受講料のほかに施設利用料 300 円が別途必要（定
　期券可）
申ディスポート南魚沼（電話申込み可）

ス
ポ
ー
ツ

問� 

株
式
会
社
ア
ル
ビ
レ
ッ
ク
ス
新
潟

☎
０
２
５
・
２
５
７
・
０
１
５
０

サ
ッ
カ
ー
Ｊ
リ
ー
グ 

ア
ル
ビ

レ
ッ
ク
ス
新
潟
「
南
魚
沼
市
デ
ー
」

問� 

保
健
課

�

☎
７
７
３
・
６
８
１
１

令
和
４
年
度
乳
幼
児
健
診
は

実
施
方
法
を
一
部
変
更
し
ま
す

問�

・
申 
子
育
て
支
援
セ
ン
タ
ー

�
☎
７
７
２
・
７
７
５
４

子
育
て
に
役
立
つ
情
報
を
市
ウ
ェ

ブ
サ
イ
ト
に
掲
載
し
て
い
ま
す

定 14 人（先着順）
受講料　会員：無料、保護者が会員の幼児：1,000 円、
一般：参加者の区分により 7,200 円～
※受講料のほかにプール利用料が別途必要（定期
　券可）
受付　４月 12 日㈫　9：00 ～（電話申込み不可）
※�ディスポートに設置の申込書を記入し、料金を

添えてフロントにお申し込みください。詳しく
は、申込書をご覧ください

他保険料は、年会費・受講料に含まれます。

　他の屋外体育施設は５月１日㈰のオープンに向
け、順次準備を進めます。詳しくは、ディスポー
ト南魚沼にお問い合わせください。
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４
月
21
日
㈭
に
入
れ
替
え
予
定
。

　

４
月
23
日
㈯
～
５
月
12
日
㈭

第
64
回
標
語
「
ひ
と
み
キ
ラ
キ
ラ

本
に
ど
き
ど
き
」

　

イ
ベ
ン
ト
や
お
す
す
め
の
本
を

展
示
。

本
の
木
に
花
を
咲
か
せ
よ
う

　

お
す
す
め
の
本
や
好
き
な
本
を

花
の
形
の
カ
ー
ド
に
書
い
て
も
ら

い
、「
本
の
木
」
に
貼
り
ま
す
。

　

み
ん
な
で
本
の
木
に
花
を
咲
か

せ
ま
し
ょ
う
。

対
幼
児
～
中
学
生

期
４
月
23
日
㈯
～
５
月
30
日
㈪

Ｄ
Ｖ
Ｄ
上
映
会

「
は
ら
ぺ
こ
あ
お
む
し
～
エ
リ
ッ

ク
・
カ
ー
ル
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
」

日�

４
月
30
日
㈯　

午
前
10
時
30
分

～
11
時
５
分
（
33
分
）

会
図
書
館 

多
目
的
室

対
子
ど
も
・
一
般

定
30
人
（
先
着
順
）

※�

新
着
図
書
は
館
内
か
、
Ｗ
ｅ
ｂ

Ｏ
Ｐ
Ａ
Ｃ
で
ご
確
認
く
だ
さ
い

《
よ
み
も
の
》

・
ボ
タ
ニ
カ　
　
　

�

朝
井
ま
か
て

催
し
・
講
座
・
募
集

く
ら
し
・
相
談

健
康
・
福
祉

子
育
て

ス
ポ
ー
ツ

図
書
館

文
化
施
設

掲
示
板

　
４月の開館日時 問

・
申 
南
魚
沼
市
図
書
館

☎
７
７
３
・
６
６
７
７

　　　　　㊊～㊎ 9：30～20：00（㊏㊐㊗
　19：00まで）   休館 :７日㈭、18日㈪～22日㈭

南魚沼市

　　　　　☎７７７・４６７１
　㊋～㊐㊗9：00～19：00
    休館：４日㈪、11日㈪～14日㈭、18日㈪、25日㈪

大　　和

　　　　　☎７８２・０１００
　9：00～20：00（㊊㊏㊐㊗ 17：00まで）
　休館：25日㈪～28日㈭

塩　　沢

会
図
書
館 

児
童
コ
ー
ナ
ー

内�

パ
ネ
ル
シ
ア
タ
ー
「
い
な
い
い

な
い
ば
あ
」
な
ど
乳
幼
児
向
け

の
絵
本
の
読
み
き
か
せ
。

対
乳
幼
児
・
保
護
者

　
「
花
と
緑
の
あ
る
く
ら
し
」「
牧

野
富
太
郎
＆
植
物
の
世
界
」「
桜
」

「
本
で
旅
す
る
」
な
ど
を
展
示
。

　

飾
っ
て
楽
し
む
自
分
だ
け
の
こ

い
の
ぼ
り
を
つ
く
り
ま
し
ょ
う
。

日
４
月
22
日
㈮　

　

午
前
10
時
～
11
時
30
分

会
大
和
公
民
館

内�
手
袋
人
形
、
絵
本
、
パ
ネ
ル
シ

ア
タ
ー
、
工
作
な
ど

対
乳
幼
児
・
保
護
者

費
無
料

申�

電
話
か
カ
ウ
ン
タ
ー
で
お
申
し

込
み
く
だ
さ
い（
当
日
参
加
可
）

　

３
月
17
日
㈭
に
塩
沢
図
書
室
の

巡
回
図
書
を
２
０
０
冊
入
れ
替
え

ま
し
た
。
次
回
、
大
和
図
書
室
は

日
４
月
16
日
㈯　

　

午
前
10
時
30
分
～
11
時
、
午
前

　

11
時
15
分
～
11
時
45
分

会
図
書
館 

多
目
的
室

テ
ー
マ　
「
と
も
だ
ち
」

内�

パ
ネ
ル
シ
ア
タ
ー「
春
が
き
た
」

な
ど

定
30
人
（
先
着
順
）

対
幼
児
・
小
学
生
・
保
護
者
ほ
か

「
花
の
誇
り
」

日�

４
月
14
日
㈭　

午
前
10
時
～
11

時
30
分
（
87
分
）

会
図
書
館 

多
目
的
室

対
一
般
・
高
齢
者

定
30
人
（
先
着
順
）

日
４
月
10
日
㈰

　

午
前
11
時
～
11
時
30
分

会
図
書
館 

児
童
コ
ー
ナ
ー

対
乳
幼
児
・
保
護
者
ほ
か

日
毎
週
水
曜
日　

　

午
前
11
時
～
11
時
30
分

・
母
の
待
つ
里　
　

�

浅
田　

次
郎

・
石
原
慎
太
郎
短
編
全
集
１
・
２

・
探
花　
　
　
　
　

�

今
野　
　

敏

・
六
つ
の
村
を
越
え
て
髭
を
な
び

　

か
せ
る
者　
　
　

�

西
條　

奈
加

・
山
狩　
　
　
　
　

�

笹
本　

稜
平

・
黛
家
の
兄
弟　
　

�

砂
原
浩
太
朗

・
ブ
ラ
ッ
ク
ボ
ッ
ク
ス

�

砂
川　

文
次

・
鑑
定
人　

氏
家
京
太
郎

�

中
山　

七
里

・
サ
ン
セ
ッ
ト
・
サ
ン
ラ
イ
ズ

　
　
　
　
　
　
　
　

�

楡　
　

周
平

・
ア
ク
ト
レ
ス　
　

�

誉
田　

哲
也

・
か
く
し
て
彼
女
は
宴
で
語
る

�

宮
内　

悠
介

・
読
ん
で
、
旅
す
る
。�

伊
集
院　

静

・
レ
ニ
ー
と
マ
ー
ゴ
で
１
０
０
歳

　

�

マ
リ
ア
ン
ヌ
・
ク
ロ
ー
ニ
ン

《
そ
の
他
》

・
最
新
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
法
律

　

と
ト
ラ
ブ
ル
対
策

・
折
れ
な
い
心
を
つ
く
る
い
い
言

　

葉　
　
　
　
　
　

�

斎
藤　

茂
太

・
頼
朝
と
義
時　
　

�

呉
座　

勇
一

・
絶
景
・
世
界
の
山
歩
き
。

　
　
　
　
　
　
　
　

�

佐
藤
れ
い
子

・
深
掘
り
！
日
本
の
地
名

　
　
　
　
　
　
　
　

�

宇
田
川
勝
司

・
過
去
を
「
巨
視
」
し
て
未
来
を

　

考
え
る　
　
　
　

�

落
合　

陽
一

・
初
心　
　
　
　
　

�

井
上　

康
生

　

年
１
回
の
蔵
書
点
検
の
た
め
、

次
の
期
間
は
臨
時
休
館
し
ま
す
。

ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

大
和
図
書
館

　

４
月
11
日
㈪
～
14
日
㈭

南
魚
沼
市
図
書
館

　

４
月
18
日
㈪
～
22
日
㈮

塩
沢
図
書
館

　

４
月
25
日
㈪
～
28
日
㈭

テ
ー
マ
展
示

新
着
図
書
の
一
部
を
紹
介

図 

書 

館

巡
回
図
書
を
ご
利
用
く
だ
さ
い

Ｄ
Ｖ
Ｄ
上
映
会

お
は
な
し
の
じ
か
ん

読
書
の
つ
ど
い

絵
本
の
へ
や

幼
児
親
子
お
は
な
し
の
会

　「
え
ほ
ん
で
あ
そ
ぼ
」

こ
ど
も
の
読
書
週
間

蔵
書
点
検（
臨
時
休
館
）
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催
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鈴木牧之記念館
開館 ９ ：00 ～ 16：30
４月の休館：毎週火曜日

☎・Ｆ 782·9860　URL http : //www.6bun.jp/bokushi/

¥  大人 500 円 / 小中高 250 円（市内の小中学生は無料）

北越雪譜いろはかるたから

髙橋正則・佐藤守弘二人展～魚沼を描く～

第５回 錯覚展～杉原教授の不思議な世界～

　「あさきゆめみし」の「さ」
　ざいかけ　水揚がり
　　　　　　　　 雪中の洪水

　川の中に雪がたまり、水があ
ふれて洪水になることを「水揚
がり（ざいかけ）」といいます。

期４月 21 日㈭～５月 15 日㈰
　魚沼市の絵画団体白象会の
髙橋正則氏・佐藤守弘氏の二
人展。
　越後三山など魚沼の風景画
が中心です。

期５月８日㈰まで

池田記念美術館

南魚沼市民会館

開館９：00 ～ 17：00（入館終了 16：30）

受付 ８：30 ～ 17：15

４月の休館：毎週水曜日、15 日㈮～19 日㈫

４月の休館：毎週月曜日

☎ 780･4080  Ｆ 777･3815  URL http://www.ikedaart.jp

¥  一般 500 円／高校生以下無料

☎ 773·5500　Ｆ 772·8161
URL http : //www.6bun.jp/kaikan/

市民無料の日：８日㈮、18 日㈪、28 日㈭

今泉記念館アートステーション
開館９：00 ～ 17：00（入館 16：30 まで）

４月は毎日開館します
☎ 783･4500  Ｆ 783･3388
URL http://www.michinoeki-minamiuonuma.jp/imaizumi-kinenkan/
¥  一般 500 円 / 小中高 250 円

トミオカホワイト美術館
開館９：00 ～ 17：00（入館終了 16：30)

４月の休館日：毎週水曜日

☎ 775･3646　Ｆ 775･3650　URL http://www.6bun.jp/white/

¥  一般 500 円 / 小中高 250 円（市内の小中学生は無料 )

富岡惣一郎生誕 100 年「白の旅」

ギャラリー展示 「趣味の N
ネ ギ ッ コ

egicco 絵展」

常設展
企画展

～彫
ほ

る 摺
す

る 画
か

く～「棟方志功の世界」

期６月14日㈫まで

文化施設

鼓動　ワン・アース・ツアー 2022 ～童
　鼓童 40 周年の息吹がみなぎる舞台。
　魂が動き出す、生命（いのち）のリズムを生で
感じてください。
日７月 23 日㈯
　開演 17：00 ～
　（開場 16：15 ～）
会市民会館 大ホール　
チケット　全席指定
一般　6,000 円
高校生以下　3,000 円

（市民会館のみ取り扱い）
※未就学児入場不可
　５月１日㈰から市民会
館・会館プレイガイドで
発売。賛助会員は４月 24
日㈰から南魚沼市民会館
で先行販売。

日４月８日㈮～ 24 日㈰　16：00 まで
主催　樋口明広さん（湯沢町在住）
　新潟を拠点に今年結成 19 年を迎えるアイドルグ
ループ Negicco を、水彩やアクリルで描いた作品
を展示。

日７月 19 日㈫まで
　富岡惣一郎は、今年１
月８日で生誕 100 年を迎
えました。
　本展では、ニューヨー
ク時代の独自性を追求し
た抽象作品や 85 年に飛行
機での取材を行ったアラ
スカ氷河の抽象美を中心
に白の旅をたどります。

髙橋正則「初冬の八海山」

　今では、パプアニューギニアからの持ち出しが禁
止されている貴重な民族美術のコレクションを展示。

　古今東西、女性は重要なモチーフとして、多く
の画家たちにより描かれてきました。本展では、
当館が所蔵する美人画コレクションのうち、日本
人画家６人がさまざまな表現で描いた女性の作品
を展示。

美人画コレクション展

南国の摩訶不思議な世界（セピックアート）

「雪国・ニューヨーク J」
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催
し
・
講
座
・
募
集

く
ら
し
・
相
談

健
康
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福
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育
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施
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掲
示
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公
園
や
周
辺
で
見
ら
れ
る
生
物
な
ど
を

紹
介
し
ま
す

総
集
編
④
　
八
色
の
森
～
春
～

　

八
色
の
森
の
春
は
、
少
し
遅
い
雪
解
け

か
ら
始
ま
り
ま
す
。
残
雪
の
中
で
、
キ
タ

コ
ブ
シ
が
白
い
花
を
咲
か
せ
ま
す
。
桜
の

つ
ぼ
み
も
ふ
く
ら
ん
で
き
ま
す
。
そ
の
つ

ぼ
み
を
食
べ
る
鳥
は
ウ
ソ
で
す
。

　

雪
が
解
け
る
と
、
冬
の
間
、
雪
の
布
団

を
か
ぶ
っ
て
寝
て
い
た
ユ
キ
ツ
バ
キ
や

リ
ョ
ウ
メ
ン
シ
ダ
が
起
き
上
が
り
ま
す
。

積
雪
に
耐
え
ら
れ
な
い
植
物
は
雪
国
で
は

生
き
て
い
け
ま
せ
ん
。

　

周
囲
の
山
々
で
は
カ
タ
ク
リ
や
キ
ク
ザ

キ
イ
チ
ゲ
が
咲
き
だ
し
ま
す
。
園
内
で
も

タ
ン
ポ
ポ
、
ジ
シ
バ
リ
、
オ
オ
イ
ヌ
ノ
フ

グ
リ
、
コ
ハ
コ
ベ
、
ノ
ミ
ノ
フ
ス
マ
な
ど

春
を
待
っ
て
い
た
小
さ
な
花
た
ち
が
咲
き

だ
し
ま
す
。

　

八
色
ツ
ツ
ジ
の
別
名
が
あ
る
レ
ン
ゲ
ツ

ツ
ジ
が
咲
き
だ
す
こ
ろ
、
周
囲
の
田
ん
ぼ

に
は
水
が
入
り
、
ま
も
な
く
田
植
え
が
始

ま
り
ま
す
。
ブ
ナ
や
ミ
ズ
ナ
ラ
、
コ
ナ
ラ

な
ど
の
新
緑
が
春
の
日
差
し
に
照
ら
さ
れ

ま
す
。
繁
殖
期
を
迎
え
る
鳥
た
ち
の
さ
え

ず
り
が
公
園
に
満
ち
る
な
か
、
元
気
に
あ

そ
ぶ
子
ど
も
た
ち
の
明
る
い
声
が
響
き
ま

す
。

　

八
色
の
森
の
一
年
が
始
ま
り
ま
す
。

①
長
岡
会
場

期�

６
月
16
日
㈭
、
10
月
20
日
㈭
、
令
和
５

年
２
月
16
日
㈭

会
長
岡
地
域
振
興
局 

会
議
室
棟
２
階 

大

　

会
議
室
〔
長
岡
市
沖
田
２
丁
目
１
７
３

　

－

２
〕

②
新
潟
会
場

期�
４
月
21
日
㈭
、
８
月
18
日
㈭
、
11
月
17

日
㈭
、
令
和
５
年
１
月
19
日
㈭

会
新
潟
県
庁 
行
政
庁
舎
ま
た
は
職
員
会

　

館
〔
新
潟
市
中
央
区
新
光
町
４

－

1
〕

①
②
共
通
事
項

時�

午
前
10
時
～
午
後
２
時
30
分

　
（
休
憩
：
正
午
～
午
後
１
時
）

持・
登
録
す
る
銃
砲
刀
剣
類

・�

銃
砲
刀
剣
類
発
見
届
（
所
轄
警
察
署
が

発
行
。
審
査
会
の
前
に
所
轄
警
察
署
に

届
け
出
が
必
要
）

・�

審
査
手
数
料
（
１
件
に
つ
き
６
，３
０
０

円
を
新
潟
県
収
入
証
紙
で
納
入
）

※�

銃
砲
刀
剣
の
移
動
は
危
険
の
な
い
よ
う

に
梱
包
し
、
盗
難
な
ど
に
ご
注
意
く
だ

さ
い

　
「
Ｆ
Ｍ
ゆ
き
ぐ
に
」
で
、
３
月
市
議
会

定
例
会
の
一
般
質
問
を
放
送
し
ま
す
。
詳

し
く
は
、
市
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
を
ご
覧
く
だ

さ
い
。

放
送
予
定
議
員

　
（
質
問
順
位
、
敬
称
略
、
４
月
５
日
㈫

　

～�

放
送
予
定
）

　

永�

井
拓
三
、
黒
岩
揺
光

　

桑
原
圭
美
、
清
塚
武
敏

　

鈴
木
一
、
中
沢
道
夫

　

佐
藤
剛
、
塩
川
裕
紀

　

梅
沢
道
男
、
川
辺
き
の
い

　

吉
田
光
利
、
田
中
せ
つ
子

　

目
黒
哲
也
、
勝
又
貞
夫

　

中
沢
一
博
、
寺
口
友
彦

　

大
平
剛 掲 

示 

板

問 

議
会
事
務
局

☎
７
７
３
・
６
６
５
０

議
会
の
ラ
ジ
オ
放
送
日
程

～
３
月
定
例
会
【
一
般
質
問
】
～

問 

新
潟
県
庁 

観
光
ス
ポ
ー
ツ
部 

文
化
課

☎
０
２
５
・
２
８
５
・
５
５
１
１

令
和
４
年
度

銃
砲
刀
剣
類
登
録
審
査
会

問 

八
色
の
森
公
園
管
理
事
務
所

☎
７
８
０

・

４
５
６
０

八
色
の
森
か
ら 

� 

（
最
終
回
）

　
４
年
間
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し

た
。連
載
は
今
回
で
終
わ
り
ま
す
が
、

ぜ
ひ
四
季
の
声
を
聞
き
に
公
園
に
お

こ
し
く
だ
さ
い
。
八
色
の
森
は
、
い

つ
で
も
み
な
さ
ん
を
お
待
ち
し
て
い

ま
す
。
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